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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第4章 第一種事業に係る計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

4.1 計画段階配慮事項の選定の結果 

4.1.1  計画段階配慮事項の選定 

本事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項（以下「計画段階配慮事項」という。）

については、「発電所アセス省令」の別表第 5においてその影響を受けるおそれがあると

される環境要素に係る項目（以下「参考項目」という。）を勘案しつつ、本事業の事業特

性及び地域特性を踏まえ、第 4.1-1表のとおり重大な影響のおそれのある環境要素を選定

した。 

「計画段階配慮手続に係る技術ガイド」（環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会、

平成 25 年）において、「計画熟度が低い段階では、工事の内容や期間が決定していない

ため予測評価が実施できない場合もある。このような場合には、計画熟度が高まった段

階で検討の対象とすることが望ましい。」とされている。 

本配慮書においては、工事中の影響を検討するための工事計画等まで決まるような熟

度にないものの、方法書以降の手続きにおいて実行可能な環境保全措置を検討すること

により環境影響の回避又は低減が可能であると考え、工事の実施による重大な環境影響

を対象としないこととした。なお、方法書以降の手続きにおいては「工事用資材等の搬

出入、建設機械の稼働及び造成等の施工による一時的な影響」に係る環境影響評価を実

施する。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.1-1表 計画段階配慮事項の選定 

 

影 響 要 因 の 区 分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 要 素 の 区 分 

工事の実施 

土地又は工作 

物の存在及び 

供用 

工
事
用
資
材
等
の
搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に
よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び
施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

大気環境 

大気質 
窒素酸化物      

粉じん等      

騒音及び 

超低周波音 
騒音及び超低周波音     ○ 

振動 振動      

水環境 
水質 水の濁り      

底質 有害物質      

その他の

環境 

地形及び

地質 
重要な地形及び地質      

その他 風車の影     ○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価さ

れるべき環境要素 

動物 

重要な種及び注目すべき生

息地（海域に生息するものを

除く。） 

   ○ ○ 

海域に生息する動物      

植物 

重要な種及び重要な群落（海

域に生育するものを除く。） 
   ○  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生態系    ○ ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及

び評価されるべき環

境要素 

景観 
主要な眺望点及び景観資源

並びに主要な眺望景観 
   ○  

人と自然との触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然との触れ合

いの活動の場 
   ○  

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 
産業廃棄物      

残土      

一般環境中の放射性

物質について調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

放射線の量 放射線の量      

注：l．   は、「発電所アセス省令」第 21条第 1項第 5号に定める「風力発電所別表第 5」に示す参考項目であり 

   は、同省令第 26条の 2第 1項に定める「別表第 11」に示す放射性物質に係る参考項目である。 

2．「○」は、計画段階配慮事項として選定した項目を示す。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

4.1.2  計画段階配慮事項の選定理由 

計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、第 4.1-2表のとおりであ

る。なお、「4.1.1 計画段階配慮事項の選定」のとおり、本配慮書においては工事の実施

による影響を対象としないことにした。選定しない理由を【参考】として次頁に示す。 

 

第 4.1-2表 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

（土地又は工作物の存在及び供用） 

環境要素 影響要因 選定 選定する理由又は選定しない理由 

大気 

環境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音及

び超低

周波音 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特

に必要な施設等に対して、施設の稼働に伴う騒音及

び超低周波音が影響を及ぼす可能性があることか

ら、重大な影響のおそれのある環境要素として選定

する。 

その他

の環境 

地形及

び地質 

重要な

地形及

び地質 

地形の改変及

び施設の存在 

× 事業実施想定区域に重要な地形・地質、名勝又は天

然記念物、地方自治体の条例・指針等における保全

対象の地形・地質、自然公園の区域、環境が悪化し

又はそのおそれのある地域が存在しないことから、

重大な影響のおそれのある環境要素として選定し

ない。 

その他 風車の

影 

施設の稼働 ○ 事業実施想定区域及びその周囲において、配慮が特

に必要な施設等に対して、施設の稼働に伴う風車の

影が影響を及ぼす可能性があることから、重大な影

響のおそれのある環境要素として選定する。 

動物 重要な種及び注目

す べ き 生 息 地 

（海域に生息する

ものを除く。） 

地形改変及び

施設の存在、

施設の稼働 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省

レッドリスト 2020」選定種等が確認されているこ

とから、重大な影響のおそれのある環境要素として

選定する。 

海域に生息する動

物 

地形改変及び

施設の存在 

× 海域における地形改変は行わないことから影響が

ないことが明らかであるため、重大な影響のおそれ

のある環境要素として選定しない。 

植物 重要な種及び重要

な群落（海域に生

育するものを除

く。） 

地形改変及び 

施設の存在、 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、「環境省

レッドリスト 2020」選定種等が確認されているた

め、重大な影響のおそれのある環境要素として選定

する。 

海域に生育する植

物 

地形改変及び

施設の存在 

× 海域における地形改変は行わないことから影響が

ないことが明らかであるため、重大な影響のおそれ

のある環境要素として選定しない。 

生態系 地域を特徴づける

生態系 

地形改変及び 

施設の存在、 

施設の稼働 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、重要な自

然環境のまとまりの場が確認されていることから、

重大な影響のおそれのある環境要素として選定す

る。 

景観 主要な眺望点及び

景鍛資源並びに眺

望景観 

地形改変及び

施設の存在 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、主要な眺

望点に対して、施設の存在に伴う眺望景観の変化が

想定されることから、重大な影響のおそれのある環

境要素として選定する。 

人と自

然との

触れ合

いの活

動の場 

主要な人と自然と

の触れ合いの活動

の場 

地形改変及び

施設の存在 

○ 事業実施想定区域及びその周囲において、地域の主

要な人と自然との触れ合いの活動の場（野外レクリ

エーション地等）が存在することから、重大な影響

のおそれのある環境要素として選定する。 

注：1. 「○」は選定した項目を示す。 

2. 「×」は選定しなかった項目を示す。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

【参考】 計画段階配慮事項として選定しない理由（工事の実施） 

環境要素 選定しない理由 

大気環境 大気質 工事用車両の運行や建設機械の稼働に伴う影響のおそれがあるが、今

後の方法書以降の手続きにおいて、工事工程の調整により建設工事の

ピーク時における建設機械や工事関係車両の台数を低減する等、実行

可能な環境保全措置を検討することにより環境影響の低減が可能であ

ることから、配慮書段階では選定しない。 

騒音及び超低

周波音 

振動 

水環境 水質 事業実施想定区域及びその周囲には河川が存在し、建設機械の稼働や

造成等の施工に伴う影響のおそれがあるが、今後の方法書以降の手続

きにおいて、仮設沈砂池の設置等の土砂流出防止策を検討する等、実

行可能な環境保全措置を検討することにより環境影響の低減が可能で

あることから、配慮書段階では選定しない。 

底質 本事業の実施においては、水域における直接的な改変を行わない計画

であること、また、事業実施想定区域内の土地利用及びその利用履歴

より有害物質が発生するおそれはないことから、配慮書段階では選定

しない。 

動物 重要な種及び

注目すべき生

息地（海域に生

息するものを

除く。） 

既存資料調査より事業実施想定区域及びその周囲において重要な種の

生息が確認されており、造成等の施工に伴う一時的な影響のおそれが

あるが、今後の方法書以降の手続きにおいて、土砂流出による生息環

境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策を検討する等、

実行可能な環境保全措置を検討することにより環境影響の低減が可能

であることから、配慮書段階では選定しない。 

海域に生息す

る動物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

植物 
重要な種及び

重要な群落（海

域に生育する

ものを除く。） 

既存資料調査より事業実施想定区域及びその周囲において重要な種の

生息が確認されており、造成等の施工に伴う一時的な影響のおそれが

あるが、今後の方法書以降の手続きにおいて、事業に伴う造成を必要

最小限にとどめ重要な種及び群落への影響の回避又は低減に努める

等、実行可能な環境保全措置を検討することにより環境影響の回避又

は低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

海域に生育す

る植物 

本事業の対象は陸上であり海域を改変しないことから、選定しない。 

生態系 地域を特徴づ

ける生態系 

既存資料調査より事業実施想定区域及びその周囲において重要な自然

環境のまとまりの場が確認されており、造成等の施工に伴う一時的な

影響のおそれがあるが、今後の方法書以降の手続きにおいて、土砂流

出による生息環境の変化を低減するため必要に応じて土砂流出防止策

を検討する等、実行可能な環境保全措置を検討することにより環境影

響の低減が可能であることから、配慮書段階では選定しない。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場 

事業実施想定区域及びその周囲において、地域の主要な人と自然との

触れ合いの活動の場（野外レクリエーション地等）が存在し、工事用

車両の運行に伴う影響のおそれがあるが、今後の方法書以降の手続き

において、工事工程の調整により建設工事のピーク時における工事関

係車両の台数を低減し、主要な人と自然との触れ合いの活動の場にア

クセスする一般車両の利便性に配慮する等、実行可能な環境保全措置

を検討することにより環境影響の低減が可能であることから、配慮書

段階では選定しない。 

廃棄物等 産業廃棄物 造成等の施工に伴う影響のおそれがあるが、今後の方法書以降の手続

きにおいて、産業廃棄物は可能な限り有効利用に努める、土地の改変

の低減及び事業実施想定区域内における発生土の利用等、実行可能な

環境保全措置を検討することにより環境影響の低減が可能であること

から、配慮書段階では選定しない。 

残土 

放射線の量 放射線の量 対象事業実施想定区域周辺においては、空間線量率の高い地域は確認

されておらず、放射性物質が相当程度拡散又は流出するおそれがない

ことから選定しない。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

4.2 調査、予測及び評価の手法 

選定した計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は第 4.2-1表、計画段階配

慮事項の評価方法の判断基準は第 4.2-2表のとおりである。 

なお、動物及び植物については、文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の

情報もあることから、専門家等へのヒアリングも実施することとした。 

 

第 4.2-1表(1) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

大

気

環

境 

騒音及

び超低

周波音 

騒音及び 

超低周波音 

配慮が特に必要な施

設等の状況を文献そ

の他の資料により調

査した。また、騒音に

係る環境基準の類型

指定の状況等につい

ても調査した。 

事業実施想定区域と配

慮が特に必要な施設等

との位置関係（最短距

離）を整理し、事業実

施想定区域から 2.0km※

1の範囲について 0.5km

間隔で配慮が特に必要

な施設等の戸数を整理

した。 

予測結果を基に、重大な

環境影響の回避又は低

減が将来的に可能であ

るかを評価した。 

そ

の

他

の

環

境 

その他 風車の影 配慮が特に必要な施

設等の状況を文献そ

の他の資料により調

査した。 

事業実施想定区域と配

慮が特に必要な施設等

との位置関係（最短距

離）を整理し、事業実

施想定区域から 2.0km※

2の範囲について 0.5km

間隔で配慮が特に必要

な施設等の戸数を整理

した。 

予測結果を基に、重大な

環境影響の回避又は低

減が将来的に可能であ

るかを評価した。 

動 物 重要な種及び

注目すべき生

息地（海域に

生息するもの

を除く。） 

動物の生息状況につ

いて、文献その他の資

料及び専門家等への

ヒアリングにより調

査した。 

文献その他の資料調査

結果及び専門家等への

ヒアリング結果から、

各種の生態特性等を基

に、事業実施想定区域

内の各種の生息環境の

有無を整理した。これ

らを踏まえ、改変によ

る生息環境の変化に伴

う影響について予測し

た。 

予測結果を基に、地形改

変及び施設の存在並び

に施設の稼働が重要な

種及び注目すべき生息

地に与える影響を評価

した。 

 

 
 

 
※1「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25年）によると、国内

の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km 以内に存在する影響対象（住宅等）を 500m ごと

に整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（風力

発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成 28年）によると、「発電所一般において環境

影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲 1kmの範囲内」と記載されて

いる。 

以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0kmの範囲を設定した。 
※2「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25年）における、海外

のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.2-1表(2) 調査、予測及び評価の手法 

環境要素の区分 調査手法 予測手法 評価手法 

植 物 重要な種及び

重要な群落 

（海域に生育す

るものを除く。） 

植物及び植物群落の

分布状況について、

文献その他の資料に

より調査した。 

文献その他の資料調査結果

から、各種の生態特性等を

基に、事業実施想定区域内

の各種の生育環境の有無を

整理した。これらを踏まえ、

改変による生育環境の変化

に伴う影響について予測し

た。 

予測結果を基に、地形

改変及び施設の存在が

植物の重要な種及び重

要な群落に与える影響

を評価した。 

生 態 系 地 域 を 特 徴 

づける生態系 

重要な自然環境のま

とまりの場につい

て、文献その他の資

料により分布状況を

調査した。 

文献その他の資料から抽出

した重要な自然環境のまと

まりの場と事業実施想定区

域との位置関係を整理し

た。 

予測結果を基に、地形

改変及び施設の存在並

びに施設の稼働が重要

な自然環境のまとまり

の場に与える影響を評

価した。 

景 観 主要な眺望点

及び景観資源

並びに主要な

眺 望 景 観 

主要な眺望点及び景

観資源の状況につい

て、文献その他の資

料により調査した。 

①主要な眺望点及び景観資

源への直接的な影響 

施設の存在に伴う主要な

眺望点及び景観資源への影

響について、事業実施想定

区域との位置関係より直接

改変の有無を予測した。 

②主要な眺望点からの風力

発電機の視認可能性 

主要な眺望点の周囲につ

いて、メッシュ標高データ

を用いた数値地形モデルに

よるコンピュータ解析を行

い、風力発電機が視認され

る可能性のある領域を可視

領域として予測した。 

③主要な眺望点からの風力

発電機の見えの大きさ 

各眺望点と事業実施想定

区域の最寄り地点までの最

短距離を基に、風力発電機

の見えの大きさ（最大垂直

視角）について予測した。

風力発電機の高さは地上

172mとし、風力発電機が眺

望点から水平の位置に見え

ると仮定した。なお、風力

発電機の手前に存在する樹

木や建物等の遮蔽物及び

「②主要な眺望点からの風

力発電機の視認可能性」の

予測結果（可視領域）は考

慮しないものとした。 

予測結果を基に、「主要

な眺望点の直接改変の

有無」、「景観資源の直

接改変の有無」及び「風

力発電機の視認可能性

及び風力発電機の見え

の大きさ」の各観点か

ら影響を評価した。 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場 

主要な人と自然との

触れ合いの活動の場

の状況について、文

献その他の資料によ

り調査した。 

地形改変及び施設の存在に

伴う主要な人と自然との触

れ合いの活動の場への影響

について、事業実施想定区

域との位置関係より直接改

変の有無を予測した。 

予測結果を基に、重大

な環境影響の回避又は

低減が将来的に可能で

あるかを評価した。 
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  (169)  

本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.2-2表(1) 計画段階配慮事項の評価方法の判断基準 

環境要素の区分 
評価の方法 

（配慮書段階） 

重大な影響が

ない 
重大な影響の可能性がある 重大な影響がある 

大気

環境 

騒音及び

超低周波

音 

事業実施想定

区域と配慮が

特に必要な施

設等との位置

関係 

事業実施想定

区域の周囲に

配慮が必要な

施設等が分布

しない。 

事業実施想定区域の周囲に

配慮が特に必要な施設等が

分布するが、位置の状況か

ら、方法書以降の手続きにお

いて風力発電機の配置や構

造等を検討することにより

影響の回避又は低減が可能。 

事業実施想定区域の周囲に

配慮が特に必要な施設等が

分布し、位置の状況から、方

法書以降の手続きにおける

検討では影響の回避又は低

減が困難。 

その

他の

環境 

風車の影 事業実施想定

区域と配慮が

特に必要な施

設等との位置

関係 

事業実施想定

区域の周囲に

配慮が必要な

施設等が分布

しない。 

事業実施想定区域の周囲に

配慮が特に必要な施設等が

分布するが、位置の状況か

ら、方法書以降の手続きにお

いて風力発電機の配置や構

造等を検討することにより

影響の回避又は低減が可能。 

事業実施想定区域の周囲に

配慮が特に必要な施設等が

分布し、位置の状況から、方

法書以降の手続きにおける

検討では影響の回避又は低

減が困難。 

動物 重要な種

及び注目

すべき生

息地 

重要な種等の

分布状況 

事業実施想定

区域の周囲に

重要な種等が

分布しない。 

事業実施想定区域の周囲に

重要な種等が分布する可能

性があるが、方法書以降の手

続きにおいて現地調査等に

より現況を把握し、また、適

切に影響の程度を予測し、必

要に応じて環境保全措置を

検討することにより影響の

回避又は低減が可能。 

事業実施想定区域の周囲に

重要な種等が分布する可能

性があり、方法書以降の手続

きにおける検討では影響の

回避又は低減が困難。 
植物 重要な種

及び重要

な群落 

生態

系 

地域を特

徴づける

生態系 

自然環境のま

とまりの場の

分布状況 

自然環境の改

変を伴わない。 

自然環境の改変を伴うが、方

法書以降の手続きにおいて

現地調査等により現況を把

握し、また、適切に影響の程

度を予測し、必要に応じて環

境保全措置を検討すること

により影響の回避又は低減

が可能。 

自然環境の改変を伴い、方法

書以降の手続きにおける検

討では影響の回避又は低減

が困難。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.2-2表(2) 計画段階配慮事項の評価方法の判断基準 

環境要素の区分 
評価の方法 

（配慮書段階） 

重大な影響が 

ない 
重大な影響の可能性がある 重大な影響がある 

景観 主要な眺

望点及び

景観資源

並びに主

要な眺望

景観 

①主要な眺望点

及び景観資源

の改変の程度 

②主要な眺望景

観の変化の程

度 

①主要な眺望点

及び景観資源

は改変されな

い。 

②主要な眺望点

から風力発電

機が視認でき

ない。もしく

は、視認でき

る場合にあっ

ても、圧迫感

を感じるレベ

ルではない。 

①事業実施想定区域に主要

な眺望点又は景観資源が

分布するが、方法書以降

の手続きにおいて風力発

電機の配置や構造等を検

討することにより影響の

回避又は低減が可能。 

②主要な眺望点から風力発

電機が視認できるが、主

要な眺望点と事業実施想

定区域との位置関係か

ら、方法書以降の手続き

において風力発電機の配

置や構造等を検討するこ

とにより影響の回避又は

低減が可能。 

①事業実施想定区域に主要

な眺望点又は景観資源が

分布し、方法書以降の手

続きにおける検討では影

響の回避又は低減が困

難。 

②主要な眺望点から風力発

電機が視認でき、主要な

眺望点と風力発電機との

位置関係から、方法書以

降の手続きにおける検討

では影響の回避又は低減

が困難。 

人と

自然

との

触れ

合い

の活

動の

場 

主要な人

と自然と

の触れ合

いの活動

の場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場の改変

の程度 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場は改変

されない。 

事業実施想定区域に主要な

人と自然との触れ合いの活

動の場が分布するが、方法

書以降の手続きにおいて風

力発電機の配置や構造等を

検討することにより影響の

回避又は低減が可能。 

事業実施想定区域に主要な

人と自然との触れ合いの活

動の場が分布し、方法書以

降の手続きにおける検討で

は影響の回避又は低減が困

難。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

4.3 調査、予測及び評価の結果 

4.3.1  騒音及び超低周波音 

1. 調 査 

（1） 調査手法 

配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。また、騒音に係

る環境基準の類型指定の状況等についても調査した。 

 

（2） 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-1図の範囲）とした。 

 

（3） 調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、配慮

が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉施設）等を抽出した結果、事業実施想定区域

内においては、配慮が特に必要な施設は確認されなかった。一方、事業実施想定区域（風

力発電機設置対象外）に住宅及び、地域の方々が集会所として利用する「二又夢はぐ館」

が確認された。また、事業実施想定区域の周辺にも住宅等が確認された。確認位置は第

4.3-1図のとおりである。 
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(172) 

本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3-1図 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の位置 
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(173) 

本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

2. 予 測 

（1） 予測手法 

事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）を整理し、事

業実施想定区域から 2.0km※の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要な施設等の戸

数を整理した。 

 

（2） 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

（3） 予測結果 

事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係は第 4.3-2 図に示すとおり

であり、配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉施設）は確認されなかったもの

の、事業実施想定区域の周囲において住宅等が確認されている。住宅等の分布は、第 4.3-1

表のとおりである。 

 

第 4.3-1表 事業実施想定区域の周囲における配慮が特に必要な施設等の分布 

事業実施想定区域 

からの距離 

(km) 

配慮が特に必要な施設 
その他の 

配慮が必要な施設 

学校 医療機関 福祉施設 住宅 集会所等 

0～0.5 － － － 2 － 

0.5～1.0 － － － 46 1 

1.0～1.5 － － － 2 1 

1.5～2.0 － － － 4 － 

合計（総数） － － － 54 2 

注：事業実施想定区域から 1.0～2.0kmの範囲に分布する事業所の宿舎（6棟）については、居住者数が

確認できなかったため、本表では 1棟を 1戸としてカウントした。 

「ゼンリン住宅地図 上北郡六ヶ所村」（株式会社ゼンリン、2019年 6月） 

「ゼンリン住宅地図 上北郡横浜町」（株式会社ゼンリン、2019年 9月） 

「ゼンリン住宅地図 上北郡野辺地町」（株式会社ゼンリン、2018年 4月） 

より作成 

 

 
※ 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25年）によると、国内

の先行実施モデル事業における検討事例において、2.0km 以内に存在する影響対象（住宅等）を 500m ごと

に整理する予測方法が採用されている。また、「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」（風力

発電施設から発生する騒音等の評価手法に関する検討会、平成 28年）によると、「発電所一般において環境

影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及びその周囲 1kmの範囲内」と記載されて

いる。 

以上を踏まえ、配慮書段階では安全側として 2.0kmの範囲を設定した。 
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(174) 

本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3-2図 事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

3. 評 価 

（1） 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

（2） 評価結果 

事業実施想定区域周辺において配慮が特に必要な施設は確認されなかったものの、事

業実施想定区域から 2.0kmの範囲に住宅が 54戸、集会所等が 2棟確認された。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す

事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・住宅等からの距離に留意して、風力発電機の配置及び機種を検討する。 

・超低周波音を含めた音環境を把握※し、風力発電機の選定状況に応じたパワーレベ

ルを設定したうえで予測計算を行うとともに、騒音及び超低周波音の影響の程度を

把握し、必要に応じて環境保全措置を検討する。予測計算に際しては、地形による

回折効果、空気吸収の減衰及び地表面の影響による減衰を考慮する。 

 

 
※ 現地の残留騒音については配慮書の作成時点で把握しておらず、環境影響評価の手続きの過程で実施する調

査により把握する。調査については、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（環境省、平成 27 年）、「風

力発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（環境省、平成 29年）及び最新の知見等を参考に実施する。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

4.3.2  風車の影 

1. 調 査 

（1） 調査手法 

配慮が特に必要な施設等の状況を文献その他の資料により調査した。 

 

（2） 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-1図の範囲※1）とした。 

 

（3） 調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、事業実施想定区域及びその周囲において、配慮

が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉施設）等を抽出した結果、事業実施想定区域

内においては、配慮が特に必要な施設は確認されなかった。一方、事業実施想定区域（風

力発電機設置対象外）に住宅及び、地域の方々が集会所として利用する「二又夢はぐ館」

が確認された。また、事業実施想定区域の周辺にも住宅等が確認された。 

事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係は第 4.3-2 図※1のとおりで

ある。 

 

2. 予測 

（1） 予測手法 

事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係（最短距離）を整理し、事

業実施想定区域から 2.0km
※2の範囲について 0.5km 間隔で配慮が特に必要な施設等の戸

数を整理した。 

 

（2） 予測範囲 

調査地域と同様とした。 

 

（3） 予測結果 

事業実施想定区域と配慮が特に必要な施設等との位置関係は第 4.3-2 図※1に示すとお

りであり、配慮が特に必要な施設（学校、医療機関、福祉施設）は確認されなかったも

のの、事業実施想定区域の周囲において住宅等が確認されている。住宅等の分布は、第

4.3-1表※1のとおりである。 

 

 
※1 「4.3.1騒音及び超低周波音」参照 
※2 「風力発電所の環境影響評価のポイントと参考事例」（環境省総合環境政策局、平成 25 年）における、海

外のアセス事例の予測範囲より最大値を設定した。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

3. 評 価 

（1） 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

（2） 評価結果 

事業実施想定区域周辺において配慮が特に必要な施設は確認されなかったものの、事

業実施想定区域から 2.0kmの範囲に住宅が 54戸、集会所等が 2棟確認された。 

上記の状況を踏まえ、今後の環境影響評価手続き及び詳細設計において、以下に示す

事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・住宅等からの距離に留意して風力発電機の配置及び機種を検討する。 

・風車の影の影響範囲及び時間を数値シミュレーションにより把握し、必要に応じて

環境保全措置を検討する。 
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に記載したものである。 

4.3.3  動物 

1. 調 査 

（1） 調査手法 

動物の生息状況について、文献その他の資料及び専門家等へのヒアリングにより調査

した。 

 

（2） 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-3図の範囲）とした。 

 

（3） 調査結果 

① 重要な種の分布状況 

動物の重要な種の選定基準は、第 4.3-2表のとおりである。 

この選定基準に基づいて文献その他の資料により確認された重要種は、第 4.3-3表の

とおり、哺乳類 9種、鳥類 115種、爬虫類 2種、両生類 5種、昆虫類 76種、魚類 23

種及び底生動物 26種の合計 256種が確認されている。 

 

② 動物の注目すべき生息地 

事業実施想定区域が一部位置する横浜町では、「横浜町のゲンジボタルおよびその生

息地」、事業実施想定区域周辺に位置する東北町・三沢市では、「小川原湖のハクチョ

ウ」が県指定の天然記念物に指定されている。 

また、動物の注目すべき生息地としては、事業実施想定区域の南東に位置する「小

川原湖湖沼群」があり、日本の重要湿地に指定されている。事業実施想定区域の周囲

では「ヒバリ平」及び「有畑」が青森県指定の鳥獣保護区となっている。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.3-2表 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

① 「文化財保護法」（昭和 25 年法律
第 214号）に基づく天然記念物 

※同法による指定種及び同法の規
定に基づき制定された地方公共団
体の文化財保護条例に基づく指定
種 

国天：国指定天然記念物 

国特天：国指定特別天然記念物 

県天：青森県指定天然記念物 

野天：野辺地町指定天然記念物 

六天：六ヶ所村指定天然記念物 

横天：横浜町指定天然記念物 

「国指定文化財等データ
ベース」（文化庁 HP） 

「あおもりの文化財」（青
森県 HP） 

「野辺地町指定文化財」
（野辺地町 HP） 

「六ヶ所村指定文化財」
（六ヶ所村 HP） 

「横浜町指定文化財」（横
浜町 HP） 

※ホームページはいずれ
も令和 2年 4月に閲覧 

② 「絶滅のおそれのある野生動植物
の種の保存に関する法律」（平成 4

年法律第 75号）に基づく国内希少
野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

国際：国際希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのある野
生動植物の種の保存に関
する法律施行令」（平成 5

年政令第 17号） 

③ 「環境省レッドリスト 2020」（環境

省、令和 2年）の掲載種 

EX：絶滅…我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR+EN：絶滅危惧種Ⅰ類…絶滅の危機に瀕している種 

（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き
作用する場合、野生での存続が困難なもの） 

CR：絶滅危惧 IA 類…ごく近い将来における野生での絶
滅の危険性が極めて高いもの 

EN：絶滅危惧 IB 類…IA 類ほどではないが、近い将来に
おける野生での絶滅の危険性が高いもの 

VU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種（現在
の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行する

ことが確実と考えられるもの） 

NT：準絶滅危惧…存続基盤が脆弱な種（現時点での絶滅
危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶 滅
危惧」に移行する可能性のある種） 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群…地域的に孤立して
いる個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

「環境省報道発表資料 

環境省レッドリスト 2020

の公表について」（環境
省、令和 2年 3月） 

④ 「青森県の希少な野生生物－青森
県レッドデータブック（2020年版）
－」（青森県、2020年）の掲載種 

絶滅野生生物 EXランク: 

 県内では、すでに絶滅したと考えられる野生生物 

最重要希少野生生物 Aランク: 

 県内では、絶滅の危機に瀕している野生生物 

重要希少野生生物 Bランク: 

 県内では、絶滅の危機が増大している野生生物 

希少野生生物 Cランク: 

県内では、生息・生育を存続する基盤が脆弱な野生生物 

要調査野生生物 Dランク: 

 県内では、生息・生育情報が不足している野生生物 

地域限定希少野生生物 LPランク: 

 県内では、地域内に孤立している個体群で、地域レベル
での絶滅のおそれが高い野生生物  

「青森県の希少な野生生
物－青森県レッドデータ
ブック（2020 年版）－」

（青森県、2020年） 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.3-3表(1) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
重要種選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

1 哺乳類 

(9種) 

モグラ（食虫） トガリネズミ カワネズミ    D 河川上流域 

2 コウモリ（翼手） ヒナコウモリ ヒナコウモリ    B 樹林 

3   ウサギコウモリ    B※1 樹林 

4 ネズミ（齧歯） リス ホンドモモンガ    D※2 里山～亜高山帯の樹林 

5   ニッコウムササビ    C※3 低地～亜高山帯の樹林 

6  ヤマネ ヤマネ 国天    山地～亜高山帯の樹林 

7 ネコ（食肉） クマ ツキノワグマ  国際 LP※4 LP 樹林 

8  イタチ ニホンイイズナ   NT※5 D※6 平地～山地 

9 ウシ（偶蹄） ウシ カモシカ 特天    低地～亜高山帯の樹林 

10 鳥類 

(115種） 
キジ キジ ウズラ   VU A 草地、農耕地 

11   ヤマドリ    C 山地の樹林 

12 カモ カモ ヒシクイ 国天  VU C 湖沼、水田 

13   マガン 国天  NT C 湖沼、水田 

14   コクガン 国天  VU C 沿岸域 

15   コハクチョウ 県天※7    河川、湖沼 

16   オオハクチョウ 県天※7    河川、湖沼 

17   ツクシガモ   VU  干潟、内湾 

18   オシドリ   DD  湖沼、河川上流域 

19   オカヨシガモ    C 河川、湖沼 

20   ヨシガモ    C 河川、湖沼 

21   ハシビロガモ    C 河川、湖沼 

22   シマアジ    C 河川、湖沼 

23   トモエガモ   VU C 河川、湖沼 

24   シノリガモ   LP※8 B 河川上流域、沿岸域 

25   ビロードキンクロ    C 沿岸域 

26   コオリガモ    C 沿岸域 

27 カイツブリ カイツブリ カンムリカイツブリ   LP※9 C 河川、湖沼 

28 ハト ハト アオバト    C 広葉樹林 

29 ミズナギドリ ミズナギドリ シロハラミズナギドリ   DD  海洋 

30  ウミツバメ クロコシジロウミツバメ  国内 CR  海洋 

31   ヒメクロウミツバメ   VU  海洋 

32   コシジロウミツバメ    A 海洋 

33 コウノトリ コウノトリ コウノトリ 特天 国内 CR  河川、湖沼、湿地 

34 カツオドリ ウ ヒメウ   EN D 沿岸域 

35 ペリカン サギ サンカノゴイ   EN A 湿地 

36   ヨシゴイ   NT B 湿地 

37   オオヨシゴイ  国内 CR A 湿地 

38   チュウサギ   NT  湿地、水田 

39  トキ ヘラサギ   DD  湿地、干潟 

40   クロツラヘラサギ  国内 EN  湿地、干潟 

41 ツル クイナ クイナ    B 湿地、水田 

42   ヒメクイナ    A 湿地、水田 

43   ヒクイナ   NT A 湿地、水田 

44   バン    C 湿地、水田 

45 カッコウ カッコウ ジュウイチ    C 樹林 

46 ヨタカ ヨタカ ヨタカ   NT B 樹林 

47 チドリ チドリ タゲリ    C 湿地、水田 

48   ケリ   DD B 湿地、水田 

49   イカルチドリ    B 河川、湖沼 

50   シロチドリ   VU  砂浜、干潟 

51   メダイチドリ  国際   干潟 

52   オオメダイチドリ  国際   砂浜、干潟 

53  セイタカシギ セイタカシギ   VU B 干潟、湿地 
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に記載したものである。 

第 4.3-3表(2) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
重要種選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

54 鳥類 チドリ シギ ヤマシギ    B 樹林 

55   オオジシギ   NT B 湿地、草地 

56   シベリアオオハシシギ   DD  干潟、湿地 

57   オグロシギ    C 干潟、湿地 

58   オオソリハシシギ  国際※10 VU  砂浜、干潟 

59   ダイシャクシギ    B 干潟 

60   ホウロクシギ  国際 VU B 干潟 

61   ツルシギ   VU  干潟、湿地 

62   アカアシシギ   VU B 干潟、湿地 

63   カラフトアオアシシギ  国内 CR  干潟、湿地 

64   タカブシギ   VU  湿地、水田 

65   ソリハシシギ    C 砂浜、干潟 

66   オバシギ  国際  C 干潟、湿地 

67   コオバシギ  国際  C 干潟、湿地 

68   オジロトウネン    C 湿地、水田 

69   ヒバリシギ    C 湿地、水田 

70   ウズラシギ    C 湿地、水田 

71   サルハマシギ  国際  B 干潟、湿地 

72   ハマシギ   NT  砂浜、干潟 

73   ヘラシギ  国内 CR A 砂浜、干潟 

74   キリアイ   NT B 干潟、湿地 

75  ツバメチドリ ツバメチドリ   VU B 干潟、河川 

76  カモメ オオセグロカモメ   NT  沿岸域 

77   コアジサシ   VU A 砂浜、河川 

78  ウミスズメ ウミガラス  国内 CR  海洋 

79   ケイマフリ   VU A 海洋 

80   マダラウミスズメ   DD  海洋 

81   ウミスズメ   CR  海洋 

82 タカ ミサゴ ミサゴ   NT B 河川、湖沼、沿岸域 

83  タカ ハチクマ   NT C 樹林 

84   オジロワシ 国天 国内 VU A 河川、湖沼、沿岸域 

85   オオワシ 国天 国内 VU B 河川、湖沼、沿岸域 

86   チュウヒ  国内 EN B 湿地 

87   ハイイロチュウヒ    B 湿地 

88   ツミ    B 樹林 

89   ハイタカ   NT B 樹林 

90   オオタカ   NT B 樹林 

91   ケアシノスリ    B 湿地、農耕地 

92   イヌワシ 国天 国内 EN A 山地の樹林 

93   クマタカ  国内 EN A 山地の樹林 

94 フクロウ フクロウ オオコノハズク    B 樹林 

95   コノハズク    A 樹林 

96   フクロウ    C 樹林 

97   アオバズク    B 樹林 

98   トラフズク    C 樹林 

99 ブッポウソウ カワセミ アカショウビン    B 樹林 

100   ヤマセミ    C 河川上流域 

101 キツツキ キツツキ アリスイ    C 樹林 

102   オオアカゲラ    C 樹林 

103 ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ    C 農耕地 

104   コチョウゲンボウ    C 農耕地 

105   チゴハヤブサ    C 樹林、農耕地 

106   ハヤブサ  国内 VU B 河川、湖沼、沿岸域 

107 スズメ サンショウクイ サンショウクイ   VU B 樹林 
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第 4.3-3表(3) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
重要種選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

108 

鳥類 

スズメ カササギヒタキ サンコウチョウ    B 樹林 

109  モズ チゴモズ   CR A 樹林 

110   アカモズ   EN A 樹林 

111  センニュウ マキノセンニュウ   NT  湿地、草地 

112   オオセッカ  国内 EN A 湿地 

113  セッカ セッカ    D 水田、草地 

114  キバシリ キバシリ    C 亜高山帯の樹林 

115  ヒタキ マミジロ    C 樹林 

116   クロツグミ    C 樹林 

117   コマドリ    C 亜高山帯の樹林 

118  セキレイ セグロセキレイ    C 河川、湖沼 

119  アトリ イスカ    D 針葉樹林 

120  ホオジロ シマアオジ  国内 CR D 草地 

121   ノジコ   NT C 樹林 

122   クロジ    C 樹林 

123   コジュリン   VU B 湿地 

124   オオジュリン    B 湿地 

125 爬虫類 

(2種) 

カメ ウミガメ アカウミガメ  国際 EN  海洋 

126 有鱗 ナミヘビ ヒバカリ    D 樹林 

127 

両生類 

(5種) 

有尾 サンショウウオ トウホクサンショウウオ   NT C 樹林、沢 

128   クロサンショウウオ   NT C 樹林、沢 

129  イモリ アカハライモリ   NT C 湖沼、水路 

130 無尾 アカガエル トノサマガエル   NT C 湿地、水田 

131   ツチガエル    C 湿地、水田 

132 

昆虫類 

（76種） 

トンボ（蜻蛉） アオイトトンボ コバネアオイトトンボ   EN A 湿地 

133  イトトンボ キイトトンボ    B 湿地 

134   ルリイトトンボ    C ため池、湖沼等 

135   モートンイトトンボ   NT C 湿地 

136   カラカネイトトンボ    A 湿地 

137  カワトンボ ハグロトンボ    C 河川・水路 

138  ヤンマ アオヤンマ   NT  池沼、湿地 

139   マダラヤンマ   NT  樹林を伴う湿地 

140   コシボソヤンマ    B 湿地 

141   ヤブヤンマ    A 河川・水路等の流水域 

142  サナエトンボ オナガサナエ    C 河川・水路等の流水域 

143   ホンサナエ    A 河川・水路等の流水域 

144   ウチワヤンマ    C 湖沼、ため池 

145   ヒメサナエ    A 河川・水路等の流水域 

146   メガネサナエ   VU EX 湖沼、ため池 

147  エゾトンボ コヤマトンボ    C 河川のたまり、池沼 

148   モリトンボ    A1 樹林を伴う池沼 

149  トンボ ショウジョウトンボ    C 湖沼、ため池、湿地 

150   ハラビロトンボ    C 休耕田、湿地 

151   ハッチョウトンボ    A 湧水のある湿地 

152   ムツアカネ    EX 寒冷地の高層湿原 

153   マイコアカネ    B 休耕田、湿地 

154   ヒメアカネ    C 休耕田、湿地 

155   オオキトンボ   EN B 湖沼 

156 カメムシ（半翅） マキバサシガメ タイワンナガマキバサシガメ    B 塩性湿地 

157   ツマグロマキバサシガメ   NT C 草地 

158  アメンボ ババアメンボ   NT C 池沼の抽水植物際 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.3-3表(4) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
重要種選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

159 

昆虫類 

チョウ（鱗翅） マダラガ ルリハダホソクロバ   NT B 草地、林縁 

160   ベニモンマダラ道南亜種   VU B 草地 

161  セセリチョウ ホシチャバネセセリ   EN A 草地、林縁草地 

162   ギンイチモンジセセリ   NT B 草地 

163   オオチャバネセセリ    C 林縁草地 

164   
スジグロチャバネセセリ北海

道・本州・九州亜種 
  NT※12 C※13 林縁草地 

165  シジミチョウ ゴマシジミ北海道・東北亜種   NT C※14 湿地 

166   ヒメシジミ本州・九州亜種   NT C※15 草地 

167  タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン   VU C 湿地 

168   ヒョウモンチョウ東北以北亜種   NT※16 C※17 湿地 

169   キマダラモドキ   NT  林床がササの樹林 

170   ヒカゲチョウ    C 林床がササの樹林 

171  シロチョウ スジボソヤマキチョウ    B 二次林、林縁 

172   ヒメシロチョウ北海道・本州亜種   EN※18 C※18 草地 

173  シャクガ ヨツモンマエジロアオシャク    D 伐採跡地、林縁等 

174  スズメガ ヒメスズメ   NT D 草地 

175   イブキスズメ    D 草地 

176  ヒトリガ シロホソバ   NT C 平地性で地衣類食、里山環境 

177  ドクガ スゲドクガ   NT D 湿地 

178  ヤガ クビグロケンモン   NT B 湿地 

179   ウスジロケンモン   NT C 湿地 

180   セブトモクメヨトウ    D 樹林 

181   ガマヨトウ   VU C 湿地 

182   キスジウスキヨトウ   VU C 湿地 

183   シロオビヨトウ   NT D 河川敷草地 

184   マガリスジコヤガ   VU C 湿地 

185   タテスジケンモン    D 湿地 

186   ハスオビアツバ    D 草地 

187 ハエ（双翅） クロバエ カエルキンバエ   DD D 湿地 

188 コウチュウ

（鞘翅） 

オサムシ アカガネオサムシ本州亜種   VU C 湿地 

189  マークオサムシ   VU※19 B 湿地 

190   セアカオサムシ   NT C 乾性草地 

191  ハンミョウ エリザハンミョウ    B※20 砂浜 

192  ゲンゴロウ シマゲンゴロウ   NT C 湿地 

193   ケシゲンゴロウ   NT C 湿地 

194   ヒメケシゲンゴロウ   VU C 湿地 

195   ヒゲブトコツブゲンゴロウ    C 湿地 

196  ミズスマシ オオミズスマシ   NT C 湿地 

197  コガネムシ ダイコクコガネ   VU C 主に牧場 

198  ホタル ゲンジボタル 県天※21   C 樹林を伴う河川 

199  テントウムシ ムナグロチャイロテントウ    D 湿地 

200  カミキリムシ トウホクトラカミキリ    C 樹林 

201  ハムシ イカリアオカメノコハムシ    B 湿地 

202   オオルリハムシ   NT C 湿地 

203   キアシネクイハムシ    C 湿地 

204   キンイロネクイハムシ   NT D 湿地 

205 ハチ（膜翅） アリ エゾアカヤマアリ   VU C 草地、林縁草地 

206  ギングチバチ ニトベギングチ   DD C 樹林 

207  ケアシハナバチ シロスジフデアシハナバチ    D 草原、裸地、畑地等の砂地 
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第 4.3-3表(5) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
重要種選定基準 

主な生息環境 
① ② ③ ④ 

208 

魚類 

（23種） 

ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ北方種   VU  河川、水路 

209   スナヤツメ類   VU※22 B 河川、水路 

210   カワヤツメ   VU C 河川 

211 ウナギ ウナギ ニホンウナギ   EN A 河川、湖沼 

212 ニシン ニシン ニシン    LP※23 汽水湖、沿岸域 

213 コイ コイ キンブナ   VU D 河川、湖沼 

214   タナゴ   EN A 河川、水路 

215   ゼニタナゴ   CR  湖沼、溜池 

216   ジュウサンウグイ   LP※24 D 河口域、汽水湖 

217  ドジョウ ドジョウ属の一種※25   NT/DD※26 -/D※27 河川、水路 

218 サケ サケ イトウ   EN EX 河川 

219   サクラマス   NT※28  河川 

220   サクラマス（ヤマメ）   NT  河川 

221 トゲウオ トゲウオ ニホンイトヨ   LP※29 A 沿岸域、河川、水路 

222   イトヨ類※30   LP※29 A※31 沿岸域、河川、水路 

223   トミヨ属淡水型   LP B 湧水、湿地 

224 ダツ メダカ キタノメダカ   VU B 河川、水路 

225  サヨリ クルメサヨリ   NT D 河口域、汽水湖 

226 スズキ カジカ カジカ類※32   NT/EN※33 C/B※34 河川 

227   カンキョウカジカ   LP※35 C 河川 

228   ハナカジカ   LP※36 A 河川上流域 

229  ハゼ ヒモハゼ   NT C 河口域、干潟 

230   シロウオ   VU C 河口域 

231   チチブ    D 河口域 

232   スミウキゴリ   LP※37  河川 

233   ジュズカケハゼ   NT C 河川、水路 

234 

底生動物 

（26種） 

新生腹足 タニシ マルタニシ   VU  湿地、水田 

235   オオタニシ   NT  河川 

236  ワカウラツボ カワグチツボ   NT  河口域、干潟 

237  エゾマメタニシ エゾマメタニシ   NT D 小川原湖 

238  ミズゴマツボ エゾミズゴマツボ    D 鷹架沼 

239  ミズシタダミ ニホンミズシタダミ   VU D 小川原湖 

240 汎有肺 モノアラガイ モノアラガイ   NT  溜池、水田 

241  ヒラマキガイ ヒダリマキモノアラガイ   CR+EN D 沼、水路 

242   ヒラマキミズマイマイ   DD  溜池、水田 

243   ヒラマキガイモドキ   NT  河川下流域 

244 柄眼(マイマイ) キバサナギガイ ナガナタネガイ   LP※38 D 平地～山地の樹林 

245  キセルガイモドキ クリイロキセルガイモドキ   NT※39  ブナ林 

246  キセルガイ エゾコギセル   CR+EN C 広葉樹林 

247 イシガイ カワシンジュガイ カワシンジュガイ   EN C 河川 

248   コガタカワシンジュガイ   EN A 細流、河川上流域 

249  イシガイ カラスガイ   NT  湖沼 

250   マツカサガイ   NT  河川、水路 

251 マルスダレガイ フナガタガイ ウネナシトマヤガイ   NT  岩礁、カキ殻 

252  シジミ ヤマトシジミ   NT  河口域、汽水湖 

253  マルスダレガイ ハマグリ   VU B 砂浜、干潟 

254  ニッコウガイ タカホコシラトリ   CR+EN A 尾駮沼、小川原湖 

255 オオノガイ クチベニガイ ヌマコダキガイ   CR+EN  汽水域 

256 ヨコエビ キタヨコエビ アナンデールヨコエビ   NT  琵琶湖固有種 

257 エビ アメリカザリガニ ザリガニ   VU※40 B※40 山地の小河川、湧水 

258  サワガニ サワガニ    C 河川上流域、小河川 

259  ムツハアリアケガニ アリアケモドキ    D 河口域、干潟 

合計 49目 111科 256種 12種 24種 155種 210種 ― 

注：1．選定基準は、第 4.3-2表に対応する。 

2．哺乳類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類及び貝類を除く底生動物の種名は「河川水辺の国勢調査のための生物リス
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ト 令和元年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、令和元年）、鳥類は「日本鳥類目録 改訂第 7

版」（日本鳥学会、平成 24年）に準拠した。 

3．表中、※は以下のとおり。 

※1：ニホンウサギコウモリで掲載。 

※2：ニホンモモンガで掲載。 

※3：ムササビで掲載。 

※4：下北半島のツキノワグマで掲載。 

※5：ニホンイイズナ（本州亜種）で掲載。 

※6：イイズナで掲載。 

※7：青森県指定天然記念物の「小川原湖のハクチョウ」にかかる種を重要種として取り上げ、県天とした。  

※8：東北地方以北のシノリガモ繁殖個体群で掲載。 

※9：青森県のカンムリカイツブリ繁殖個体群で掲載。 

※10：オオソリハシシギの亜種である Limosa lapponica bauer及び Limosa lapponica menzbieriで掲載。 

※11：ウミガメ科全種で掲載。 

※12：スジグロチャバネセセリ名義タイプ亜種で掲載。 

※13：スジグロチャバネセセリで掲載。 

※14：ゴマシジミで掲載。 

※15：ヒメシジミで掲載。 

※16：ヒョウモンチョウ北海道・本州北部亜種で掲載。 

※17：ヒョウモンチョウで掲載。 

※18：ヒメシロチョウで掲載。 

※19：マークオサムシ本州亜種で掲載。 

※20：ヒメハンミョウ海浜型で掲載。 

※21：青森県指定天然記念物の「横浜町のゲンジボタルおよびその生息地」にかかる種として県天とした。  

※22：スナヤツメ北方種及びスナヤツメ南方種で掲載。 

※23：ニシン LP（尾駮沼系群）で掲載。 

※24：本州のジュウサンウグイとして掲載 

※25：文献記載名はドジョウであるが、近年細分化され「ドジョウ」または「キタドジョウ」のいずれかであるた

めドジョウ属の一種として掲載した。 

※26：ドジョウは NT、キタドジョウは DDで掲載。 

※27：ドジョウは掲載なし、キタドジョウは Dで掲載。 

※28：サクラマス（ヤマメ）として掲載 

※29：本州のニホンイトヨで掲載 

※30：イトヨ類は、「イトヨ」または「ニホンイトヨ」のいずれかである。 

※31：ニホンイトヨで掲載。 

※32：カジカ類は、「カジカ」「カジカ中卵型」「ウツセミカジカ（回遊型）」のいずれかである。 

※33：カジカはカジカ大卵型、ウツセミカジカ（回遊型）はカジカ小卵型で記載。カジカは NT、カジカ中卵型及び

ウツセミカジカ（回遊型）は ENで掲載。 

※34：カジカはカジカ大卵型、ウツセミカジカ（回遊型）はカジカ小卵型で記載。カジカは C ランク、カジカ中卵

型及びウツセミカジカ（回遊型）は Bランクで掲載。 

※35：東北・北陸地方のカンキョウカジカで掲載。 

※36：東北地方のハナカジカで掲載。 

※37：北海道南部・東北地方のスミウキゴリで掲載。 

※38：東北地方以南のナガナタネガイで掲載。 

※39：クリイロキセルモドキで掲載。 

※40：ニホンザリガニで掲載。 

4．魚類のうち、スナヤツメ類、イトヨ類、カジカ類は種数に計上しない。 
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③ 専門家等へのヒアリング 

文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等へのヒ

アリングを実施した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域の周囲に生息する種及び注目すべき生息地に

ついて第 4.3-4表に示す情報が得られた。 

 

第 4.3-4表 専門家等へのヒアリング結果概要（動物） 

専門分野 概 要 

動物（哺乳類：

コウモリ類） 

【所属：研究団体代表】 

（文献の確認状況） 

・コウモリ類の重要種については対象地域周辺で新規の文献は確認されてい

ないが、横浜町においてモリアブラコウモリが確認されている。 

 

（その他） 

・今後のコウモリ類への配慮のため調査時期や調査方法の詳細等について、

方法書段階で改めて確認する。 

 

動物（鳥類・猛

禽類） 

【所属：研究所所長】 

（文献の確認状況） 

・「おおせっからんど年報 創刊 第 1号」の仏沼鳥類目録に「仏沼に生息す

るシマクイナについて」があるので参照する。 

・文献はほぼ網羅されているが、むつバイパス関連の環境調査報告書が青森

県から出ている。今後の方法書等における調査計画で参照する。 

・鳥類ではないが、ヒメヒナコウモリが青森県に分布している。 

 

（その他） 

・本ウインドファームの既存風車におけるバードストライク、バットストラ

イクの記録があれば（または今後調査するのであれば）、重要な情報になる。 

・オジロワシが尾駮沼周辺に２ペア繁殖しており、その行動圏に入るかどう

かの情報が必要となる。 

・六ヶ所湖沼群と陸奥湾を往復する水鳥の移動回廊があるかどうかの確認と、

もし存在する場合、周辺風車基地群や既存送電線をどのように避けて飛翔

しているかの情報が必要となる。 
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に記載したものである。 

2. 予 測 

（1） 予測手法 

文献その他の資料調査結果及び専門家等へのヒアリング結果から、各種の生態特性等

を基に、事業実施想定区域内の各種の生息環境の有無を整理した。これらを踏まえ、改

変による生息環境の変化に伴う影響について予測した。 

なお、事業実施想定区域内は主に樹林環境及び草地環境であり、河川等の水辺環境へ

の改変は行わない計画である。 

 

（2） 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

（3） 予測結果 

文献その他の資料調査による現存植生図と事業実施想定区域との重ね合わせを行った

結果は、第 4.3-3図のとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲は植林地、耕作地植生である牧草地及びクロマツ植林

が広範囲に分布する。事業実施想定区域内においても牧草地及びクロマツ植林が広く分

布するほか、自然植生としては丘陵地の沢沿いにハンノキ－ヤチダモ群集、低地にヤナ

ギ高木群落（Ⅴ）が分布している。また、代償植生としては主にアカマツ群落（Ⅴ）、タ

ニウツギ－ノリウツギ群落が主に丘陵地斜面下部に分布する。 

このような環境を、樹林・草地、水辺（河川、池沼、湿地、海岸、海等）に区分した

上で、生息する重要な種について、改変による生息環境の変化に伴う影響を予測した。

予測結果は第 4.3-6表のとおりである。 

なお、文献その他の資料調査に使用した植生図は、生物多様性情報システム自然環境

保全基礎調査データベース「第 6-7回植生調査重ね合わせ植生」（第 4.3-3図参照）を利

用した。 
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第 4.3-3図 文献その他の資料による現存植生図と事業実施想定区域 

※植生図の凡例は第 4.3-5表のとおりである。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書
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第 4.3-5表 現存植生図凡例 

 
注：1. 図中 No.は第 4.3-3図の番号に対応する。 

2. 統一凡例 No.とは「自然環境保全基礎調査 植生調査（植生自然度調査）」（環境省 HP、閲覧：令和

2年 4月）の 1/25,000現存植生図に示される 6桁の統一凡例 No.（凡例コード）である。 

 



4.3-20 

(190) 

本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書
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第 4.3-6表(1) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類群 
主な 

生息環境 
種名 影響の予測結果 

哺乳類 

樹林・草地等 

モリアブラコウモリ※、ヒメヒナコウモリ
※、ヒナコウモリ、ウサギコウモリ、ホン

ドモモンガ、ニッコウムササビ、ヤマネ、

ツキノワグマ、ニホンイイズナ、カモシカ 

（10種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である樹林・草地が存在し、その一

部が改変されることから、生息環境

が変化する可能性がある。 

水辺（河川、池

沼、湿地等） 

カワネズミ 

（1種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である河川が存在するものの、河川

は直接改変を行わないことから、生

息環境の変化はほとんどないと予測

する。なお、池沼、湿地等は事業実

施想定区域内に存在しない。 

鳥類 

樹林・草地等 

ウズラ、ヤマドリ、アオバト、ジュウイチ、

ヨタカ、ヤマシギ、ハチクマ、ツミ、ハイ

タカ、オオタカ、イヌワシ、クマタカ、オ

オコノハズク、コノハズク、フクロウ、ア

オバズク、トラフズク、アカショウビン、

アリスイ、オオアカゲラ、チョウゲンボウ、

コチョウゲンボウ、チゴハヤブサ、サンシ

ョウクイ、サンコウチョウ、チゴモズ、ア

カモズ、セッカ、キバシリ、マミジロ、ク

ロツグミ、コマドリ、イスカ、シマアオジ、

ノジコ、クロジ 

（36種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である樹林・草地が存在し、その一

部が改変されることから、生息環境

が変化する可能性がある。 

水辺（河川、池

沼、湿地、海岸、

海等） 

ヒシクイ、マガン、コクガン、コハクチョ

ウ、オオハクチョウ、ツクシガモ、オシド

リ、オカヨシガモ、ヨシガモ、ハシビロガ

モ、シマアジ、トモエガモ、シノリガモ、

ビロードキンクロ、コオリガモ、カンムリ

カイツブリ、シロハラミズナギドリ、クロ

コシジロウミツバメ、ヒメクロウミツバ

メ、コシジロウミツバメ、コウノトリ、ヒ

メウ、サンカノゴイ、ヨシゴイ、オオヨシ

ゴイ、チュウサギ、ヘラサギ、クロツラヘ

ラサギ、シマクイナ※、クイナ、ヒメクイ

ナ、ヒクイナ、バン、タゲリ、ケリ、イカ

ルチドリ、シロチドリ、メダイチドリ、オ

オメダイチドリ、セイタカシギ、オオジシ

ギ、シベリアオオハシシギ、オグロシギ、

オオソリハシシギ、ダイシャクシギ、ホウ

ロクシギ、ツルシギ、アカアシシギ、カラ

フトアオアシシギ、タカブシギ、ソリハシ

シギ、オバシギ、コオバシギ、オジロトウ

ネン、ヒバリシギ、ウズラシギ、サルハマ

シギ、ハマシギ、ヘラシギ、キリアイ、ツ

バメチドリ、オオセグロカモメ、コアジサ

シ、ウミガラス、ケイマフリ、マダラウミ

スズメ、ウミスズメ、ミサゴ、オジロワシ、

オオワシ、チュウヒ、ハイイロチュウヒ、

ケアシノスリ、ヤマセミ、ハヤブサ、マキ

ノセンニュウ、オオセッカ、セグロセキレ

イ、コジュリン、オオジュリン 

（80種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である河川が存在するものの、河川

は直接改変を行わないことから、生

息環境の変化はほとんどないと予測

する。なお、池沼、湿地、海岸、海

等は事業実施想定区域内に存在しな

い。 

渡り等の移動特性を持つ種について

は、施設の稼働に伴う移動経路の分

断により生息環境が変化する可能性

がある。 

注：※は、第 4.3-3表に専門家等へのヒアリング結果にもとづき追加した重要種 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書
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第 4.3-6表(2) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類群 
主な 

生息環境 
種名 影響の予測結果 

爬虫類 

樹林・草地 

ヒバカリ 

（1種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である樹林・草地が存在し、その一部

が改変されることから、生息環境が変

化する可能性がある。 

水辺（河川、池

沼、湿地、海岸、

海等） 

アカウミガメ 

（1種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

が存在しないため、生息環境の変化は

ほとんどないと予測する。 

両生類 
水辺（河川、池

沼、湿地等） 

トウホクサンショウウオ、クロサンショ

ウウオ、アカハライモリ、トノサマガエ

ル、ツチガエル 

（5種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である河川が存在するものの、河川は

直接改変を行わないことから、生息環

境の変化はほとんどないと予測する。

なお、池沼、湿地等は事業実施想定区

域内に存在しない。 

昆虫類 

樹林・草地 

ツマグロマキバサシガメ、ルリハダホソ

クロバ、ベニモンマダラ道南亜種、ホシ

チャバネセセリ、ギンイチモンジセセリ、 

オオチャバネセセリ、スジグロチャバネ

セセリ北海道・本州・九州亜種、ヒメシ

ジミ本州・九州亜種、キマダラモドキ、

ヒカゲチョウ、スジボソヤマキチョウ、

ヒメシロチョウ北海道・本州亜種、ヨツ

モンマエジロアオシャク、ヒメスズメ、

イブキスズメ、シロホソバ、セブトモク

メヨトウ、ハスオビアツバ、セアカオサ

ムシ、ダイコクコガネ、トウホクトラカ

ミキリ、エゾアカヤマアリ、ニトベギン

グチ、シロスジフデアシハナバチ 

（24種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である樹林・草地が存在し、その一部

が改変されることから、生息環境が変

化する可能性がある。 

水辺（河川、池

沼、湿地等） 

コバネアオイトトンボ、キイトトンボ、

ルリイトトンボ、モートンイトトンボ、

カラカネイトトンボ、ハグロトンボ、ア

オヤンマ、マダラヤンマ、コシボソヤン

マ、ヤブヤンマ、オナガサナエ、ホンサ

ナエ、ウチワヤンマ、ヒメサナエ、メガ

ネサナエ、コヤマトンボ、モリトンボ、

ショウジョウトンボ、ハラビロトンボ、

ハッチョウトンボ、ムツアカネ、マイコ

アカネ、ヒメアカネ、オオキトンボ、タ

イワンナガマキバサシガメ、ババアメン

ボ、ゴマシジミ北海道・東北亜種、ウラ

ギンスジヒョウモン、ヒョウモンチョウ

東北以北亜種、スゲドクガ、クビグロケ

ンモン、ウスジロケンモン、ガマヨトウ、

キスジウスキヨトウ、シロオビヨトウ、

マガリスジコヤガ、タテスジケンモン、

カエルキンバエ、アカガネオサムシ本州

亜種、マークオサムシ、エリザハンミョ

ウ、シマゲンゴロウ、ケシゲンゴロウ、

ヒメケシゲンゴロウ、ヒゲブトコツブゲ

ンゴロウ、オオミズスマシ、ゲンジボタ

ル、ムナグロチャイロテントウ、イカリ

アオカメノコハムシ、オオルリハムシ、

キアシネクイハムシ、キンイロネクイハ

ムシ 

（52種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である河川が存在するものの、河川は

直接改変を行わないことから、生息環

境の変化はほとんどないと予測する。

なお、池沼、湿地等は事業実施想定区

域内に存在しない。 
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第 4.3-6表(3) 動物の重要な種への影響の予測結果 

分類群 
主な 

生息環境 
種名 影響の予測結果 

魚類 

水辺（河川、池

沼、湿地、海岸、

海等） 

スナヤツメ北方種、（スナヤツメ類）、カ

ワヤツメ、ニホンウナギ、ニシン、キン

ブナ、タナゴ、ゼニタナゴ、ジュウサン

ウグイ、ドジョウ属の一種、イトウ、サ

クラマス、サクラマス（ヤマメ）、ニホン

イトヨ、（イトヨ類）、トミヨ属淡水型、

キタノメダカ、クルメサヨリ、（カジカ

類）、カンキョウカジカ、ハナカジカ、ヒ

モハゼ、シロウオ、チチブ、スミウキゴ

リ、ジュズカケハゼ 

（23種） 

※スナヤツメ類、イトヨ類、カジカ類は

種数に計上しない。 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である河川が存在するものの、河川は

直接改変を行わないことから、生息環

境の変化はほとんどないと予測する。

なお、池沼、湿地、海岸、海等は事業

実施想定区域内に存在しない。 

 

底生 

動物 

水辺（河川、池

沼、湿地、海岸、

海等） 

マルタニシ、オオタニシ、カワグチツボ、

エゾマメタニシ、エゾミズゴマツボ、ニ

ホンミズシタダミ、モノアラガイ、ヒダ

リマキモノアラガイ、ヒラマキミズマイ

マイ、ヒラマキガイモドキ、ナガナタネ

ガイ、クリイロキセルガイモドキ、エゾ

コギセル、カワシンジュガイ、コガタカ

ワシンジュガイ、カラスガイ、マツカサ

ガイ、ウネナシトマヤガイ、ヤマトシジ

ミ、ハマグリ、タカホコシラトリ、ヌマ

コダキガイ、アナンデールヨコエビ、ザ

リガニ、サワガニ、アリアケモドキ 

（26種） 

事業実施想定区域内に主な生息環境

である河川が存在するものの、河川は

直接改変を行わないことから、生息環

境の変化はほとんどないと予測する。

なお、池沼、湿地、海岸、海等は事業

実施想定区域内に存在しない。 
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に記載したものである。 

3. 評 価 

（1） 評価手法 

予測結果を基に、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働が動物の重要な種及び注

目すべき生息地に与える影響を評価した。 

 

（2） 評価結果 

水辺（河川）を主な生息環境とする重要な種については、事業実施想定区域内であっ

ても改変しないことから、重大な影響はないと評価する。 

水辺（池沼、湿地、海岸、海等）を主な生息環境とする重要な種については、事業実

施想定区域内に主な生息環境が存在しないことから、影響はないと評価する。 

樹林や草地を主な生息環境とする重要な種については、改変による生息環境の変化に

伴う影響が生じる可能性があるが、以下に示す事項に留意することにより、重大な影響

を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・動物の生息状況を現地調査等により把握し、また、重要な種及び注目すべき生息地

への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 

・特にオジロワシ、オオワシ、イヌワシなどの猛禽類は生息状況を「猛禽類保護の進

め方（改訂版）」（環境省、平成 24 年）に準拠した調査を実施し、予測を行う。ま

た、ガン・カモ・ハクチョウ類や小鳥類などの渡り鳥の移動ルートにも留意し、移

動状況を把握できるよう調査を実施し、予測を行う。 
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に記載したものである。 

4.3.4  植物 

1. 調 査 

（1） 調査手法 

植物及び植物群落の分布状況について、文献その他の資料により調査した。 

 

（2） 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-3図の範囲）とした。 

 

（3） 調査結果 

① 重要な種の分布状況 

植物の重要な種の選定基準は、第 4.3-7表のとおりである。 

この選定基準に基づいて文献その他の資料により確認された重要種は、第 4.3-8表の

とおり、37科 86種が確認されている。 

 

② 重要な群落 

「3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 2.植物の生育及び植生の状

況」の「（3）植物の重要な種及び重要な群落」に記載のとおり、事業実施想定区域及

びその周囲における特定植物群落として、「六ヶ所村のハンノキ・ヤチダモ林」及び「六

ヶ所村のリュウキンカの群生」の 2群落が存在するが、事業実施想定区域内には存在

しない。 

また、植物群落レッドデータブック（NACS－J,WWF Japan、平成 8 年）により指

定されている群落については、「群落構成種の盗伐・盗掘などが原因で劣化・破壊が進

行している植物群落の中で、場所を公表することによってさらに状況が悪化するおそ

れがあると判断したものについては、その場所の公表を避けた。」とされ、群落の生育

場所の特定には至っていない。 
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第 4.3-7表(1) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 
重要 

な種 

重要な

群落 

① 「文化財保護法」（昭和

25 年法律第 214 号）に

基づく天然記念物 

※同法による指定種及

び同法の規定に基づき

制定された地方公共団

体の文化財保護条例に

基づく指定種 

国天：国指定天然記念物 

国特天：国指定特別天然記念物 

県天：青森県指定天然記念物 

野天：野辺地町指定天然記念物 

六天：六ヶ所村指定天然記念物 

横天：横浜町指定天然記念物 

「国指定文化財等

データベース」（文

化庁 HP） 

「あおもりの文化

財」（青森県 HP） 

「野辺地町指定文

化財」（野辺地町

HP） 

「六ヶ所村指定文

化財」（六ヶ所村

HP） 

「横浜町指定文化

財」（横浜町 HP） 

※ホームページは

いずれも令和 2 年

4月に閲覧 

○ ○ 

② 「絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存

に関する法律」（平成 4

年法律第 75 号）に基づ

く国内希少野生動植物

種 

国内：国内希少野生動植物種 

国際：国際希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれの

ある野生動植物の

種の保存に関する

法律施行令」（平成

5年政令第 17号） 

○  

③ 「環境省レッドリスト

2020」（環境省、令和 2

年）の掲載種 

EX：絶滅…我が国ではすでに絶滅したと考えられる

種 

EW：野生絶滅…飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR+EN：絶滅危惧種Ⅰ類…絶滅の危機に瀕している種 

（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続

き作用する場合、野生での存続が困難なもの） 

CR：絶滅危惧 IA 類…ごく近い将来における野生で

の絶滅の危険性が極めて高いもの 

EN：絶滅危惧 IB 類…IA 類ほどではないが、近い将

来における野生での絶滅の危険性が高いもの 

VU：絶滅危惧Ⅱ類…絶滅の危険が増大している種（現

在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用

する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリ

ーに移行することが確実と考えられるもの） 

NT：準絶滅危惧…存続基盤が脆弱な種（現時点での

絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によって

は「絶滅危惧」に移行する可能性のある種） 

DD：情報不足…評価するだけの情報が不足している

種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群…地域的に孤立

している個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

「環境省報道発表

資料 環境省レッ

ドリスト 2020 の

公表について」（環

境省、令和 2 年 3

月） 

○  

 



4.3-26 

(196) 

本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書
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第 4.3-7表(2) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 
重要 

な種 

重要な

群落 

④ 「青森県の希少な野生

生物－青森県レッドデ

ータブック（2020年版）

－」（青森県、2020 年）

の掲載種 

絶滅野生生物 EXランク: 

県内では、すでに絶滅したと考えられる野生生物 

最重要希少野生生物 Aランク: 

県内では、絶滅の危機に瀕している野生生物 

重要希少野生生物 Bランク: 

県内では、絶滅の危機が増大している野生生物 

希少野生生物 Cランク: 

県内では、生息・生育を存続する基盤が脆弱な野生

生物 

要調査野生生物 Dランク: 

県内では、生息・生育情報が不足している野生生物 

地域限定希少野生生物 LPランク: 

県内では、地域内に孤立している個体群で、地域レ

ベルでの絶滅のおそれが高い野生生物 

「青森県の希少な

野生生物－青森県

レッドデータブッ

ク（2020年版）－」

（青森県、2020年） 

○  

⑤ 「第 2回自然環境保全基

礎調査日本の重要な植

物群落」（環境庁、昭和

55年）に記載されている

特定植物群落 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落

または個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても、南限、北

限、隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物

群落または個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、

石灰岩等の特殊な立地に特有な植物群落または個

体群で、その群落の特徴が典型的なもの 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の

特徴が典型的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな

森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っ

てないもの 

G：乱獲その他の人為の影響によって、県内で極端に

少なくなるおそれのある植物群落または個体群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個体群 

「第 2 回自然環境

保全基礎調査 日

本の重要な植物群

落」（環境庁、昭和

55年） 

「第 3 回自然環境

保全基礎調査 日

本の重要な植物群

落Ⅱ」（環境庁、昭

和 63年） 

「第 5 回自然環境

保全基礎調査 特

定植物群落調査報

告書」（環境省自然

保護局生物多様性

センター、平成 12

年） 

 ○ 

⑥ 「第 3回自然環境保全基

礎調査 日本の重要な

植物群落Ⅱ」（環境庁、昭

和 63 年）に記載されて

いる特定植物群落 

 ○ 

⑦ 「第 5回自然環境保全基

礎調査 特定植物群落

調査報告書」（環境省 

自然保護局 生物多様

性センター、平成 12年）

に記載されている特定

植物群落 

 ○ 

⑧ 「植物群落レッドデー

タブック」（財団法人自

然保護協会、平成 8年）

に掲載されている植物

群落 

1：要注意 

2：破壊の危惧 

3：対策必要 

4：緊急に対策必要 

記入なし 

「植物群落レッド

データ・ブック」

(NACS － J,WWF 

Japan、平成 8年） 

 ○ 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.3-8表(1) 文献その他の資料調査による植物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生育環境 
① ② ③ ④ 

1 シダ植物 ミズニラ ミズニラ ヒメミズニラ   NT C 溜池、水路、水田、休耕田等の湿地 

2 （4種）   ミズニラ   NT C 溜池、水路、水田、休耕田等の湿地 

3  ハナヤスリ ハナヤスリ イブリハナワラビ   CR A 樹林内 

4  サンショウモ サンショウモ サンショウモ   VU B 池沼、水路、水田 

5 被子植物 

（2種） 
コショウ ドクダミ ハンゲショウ    B 水辺、湿地 

6  ウマノスズクサ ミチノクサイシン   VU C 湿り気のある樹林内 

7 被子植物 

・単子葉類 

（43種） 

オモダカ サトイモ ヒンジモ   VU A 湖沼、河川、水路 

8  オモダカ アギナシ   NT B 水田、浅い沼、湿地 

9  トチカガミ スブタ   VU  ため池、水田、水路 

10   トチカガミ   NT A 池沼、ため池、用水路 

11   トリゲモ   VU  湖沼、ため池 

12   オオトリゲモ    D 湖沼、ため池、水路 

13   ヒメイバラモ  国内 CR  湖沼、ため池 

14   イトイバラモ   VU B 湖沼、ため池 

15  シバナ シバナ   NT C 塩性湿地 

16   ホソバノシバナ   VU A 湿地 

17  アマモ スゲアマモ   NT D 河川河口部、汽水湖、内湾 

18   コアマモ    B 河川河口部、汽水湖、内湾 

19  ヒルムシロ ホソバヒルムシロ   VU  河川、水路 

20   イトモ   NT B 湖沼、ため池、水路 

21   コバノヒルムシロ   VU B 湖沼、ため池 

22   ササエビモ   VU A 湖沼、ため池 

23   ツツイトモ   VU A 湖沼、河川、水路 

24   リュウノヒゲモ   NT B 湖沼、汽水域 

25   イトクズモ   VU B 沿海地湖沼、塩性湿地 

26  カワツルモ ネジリカワツルモ   NT D 沿海地湖沼 

27   カワツルモ   NT A 沿海地湖沼 

28 クサスギカズラ ラン エビネ   NT C 丘陵地～山地の樹林 

29   サルメンエビネ   VU A 山地の樹林 

30   キンラン   VU B 丘陵地～山地の樹林 

31   クマガイソウ   VU B 樹林内 

32   ハマカキラン   VU B 太平洋側の海岸のクロマツ林内 

33   ミズトンボ   VU B 湿地 

34   トキソウ   NT B 湿地 

35  アヤメ カキツバタ   NT B 湿地 

36  ススキノキ ノカンゾウ    C 田の畔、溝のふち、やや湿ったところ 

37 イネ ガマ ミクリ   NT C 池、沼、溝 

38   タマミクリ   NT B 池、沼、溝 

39  ホシクサ ネムロホシクサ   VU B 湿地 

40   エゾホシクサ    B 湿地 

41  イグサ セキショウイ   VU C 湿地 

42  カヤツリグサ ホロムイクグ   VU B 高層湿原 

43   ウシオスゲ   EN A 海岸の塩湿地 

44   オオクグ   NT B 湿地 

45   ヒメウシオスゲ   NT A 海岸の塩湿地 

46    エゾサワスゲ   NT C 湿地 

47    チシママツバイ   VU A 湿地 

48    スジヌマハリイ   VU A 湿地 

49    チャボイ   VU A 湿地 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.3-8表(2) 文献その他の資料調査による植物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

主な生育環境 
① ② ③ ④ 

50 被子植物・ 

真正双子葉類 

（6種）  

キンポウゲ キンポウゲ フクジュソウ    B 山地のやや明るい林内 

51   ヒメキンポウゲ   VU C 海岸近くの湿地、岩場 

52   オキナグサ   VU A 山野の日当たりのよい草地 

53    ヒメバイカモ   EN  河川、池沼 

54    チトセバイカモ   EN A 河川、池沼 

55    ノカラマツ   VU B 日当たりのよい草地 

56 被子植物・ 

真正双子葉類 

・バラ上類 

（12種） 

ユキノシタ ボタン ヤマシャクヤク   NT B 樹林内 

57  ベンケイソウ アズマツメクサ   NT A 湿地 

58 マメ マメ イヌハギ   VU  河原、日当たりのよい草地 

59 バラ バラ カラフトダイコンソウ    B 樹林内 

60   ヒロハノカワラサイコ   VU C 日当たりのよい川原、砂地 

61   ヤチイチゴ    A※1 湿原 

62 キントラノオ トウダイグサ ノウルシ   NT C 湿地 

63   シナノタイゲキ    C 山地の草地 

64  スミレ イソスミレ   VU C 海岸の砂地 

65   オオバタチツボスミレ   NT B 湿った林内、湿地 

66 フトモモ ミソハギ ミズスギナ   CR  湖沼、ため池 

67   ヒメビシ   VU  湖沼、ため池、水路 

68 被子植物・ 

真正双子葉類 

・キク上類 

（19種） 

ナデシコ タデ コガネギシギシ    A 塩性湿地 

69  ナデシコ エゾハコベ   EN A 塩性湿地 

70   ナガバツメクサ    C 山地、湿地 

71 ツツジ ツツジ オオウメガサソウ   NT C 海岸近くの樹林内 

72 ナス ナス オオマルバノホロシ    C 低地～山地の湿った草地 

73 シソ オオバコ イヌノフグリ   VU  畑、道ばたなど 

74  シソ カイジンドウ   VU A 明るい草原、落葉樹林下 

75   ムシャリンドウ   VU A 日当たりのよい草原 

76   エゾナミキ   VU A※2 湿地 

77  タヌキモ タヌキモ   NT B 沼や池などの浅い水中 

78   ヒメタヌキモ   NT B 湿地や池沼のごく浅いところ 

79   ムラサキミミカキグサ   NT B 湿地 

80 キク キキョウ キキョウ   VU B 日当たりのよい草地 

81  ミツガシワ ヒメシロアサザ   VU  湖沼、ため池、水田 

82    ガガブタ   NT  池、沼 

83    アサザ   NT B 池、沼、河川のよどみ 

84   キク キタノコギリソウ   VU C※3 海岸の草地、砂地 

86    アキノハハコグサ   EN A やや乾いた山地 

86    ムツトウヒレン    B クロマツ林内、海岸草地 

合計 6分類 18目 37科 86種 0種 1種 73種 73種 ― 

注：1．選定基準は、第 4.3-7表中の番号に対応する。 

2．種名・学名・配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト、令和元年度生物リスト」（河

川環境データベース 国土交通省、令和元年）に準拠した。 

3．表中、※は以下のとおりである。 

※1：ホロムイイチゴで掲載 

※2：エゾナミキソウで掲載 

※3：ホロマンノコギリソウで掲載 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

③ 専門家等へのヒアリング 

文献その他の資料の収集のみでは得られない地域の情報について、専門家等へのヒ

アリングを実施した。 

ヒアリングの結果、事業実施想定区域の周囲に生息する種及び注目すべき生息地に

ついて第 4.3-9表に示す情報が得られた。 

 

第 4.3-9表 専門家等へのヒアリング結果概要（植物） 

専門分野 概 要 

植物 

【所属：団体研究員】 

（文献の確認状況） 

・本地域の文献については、藤原陸夫・阿部裕紀子（2017）による「北東北維管

束植物分布図」が参考となる。今後の方法書等における調査計画で参照する。 

・その文献中に記載されている種のうち六ヶ所村に分布する重要種すべてが、事

業実施想定区域に出現する訳ではなく、多くが南部や東部の湖沼周辺で記録さ

れたものであるが、少なくとも青森県レッドデータブックに掲載されている種

全体のうちから、出現可能性のある種が絞られる。 

 

（貴重種等の生育情報について） 

・事業実施想定区域の大半が耕作地であり、あまり重要種が出現するとは思われ

ないが、以前実施していた横浜町で調査していた経験から想定される状況を以

下に示す。 

・段丘上の畑地と畑地間の斜面にヤマシャクヤクが、あるいは斜面下部の用水路

沿いにホソバノアマナが生育していることもあった。 

・南部と北東部の一部が植林地（おそらくスギ植林）となっているが、シダや耐

陰性の強いラン科が残っている可能性もある。 

・コナラやクリなどの落葉広葉樹の二次林内にはエビネやサルメンエビネなどの

貴重種も生育している可能性がある。隣接する横浜町では落葉広葉樹にエビネ

が多産していた。 

・自然林としてハンノキ－ヤチダモ林やヤナギ高木林があるが、特に小河川でも

下方への浸食作用が強くて意外に深い谷間の斜面沿いで重要種が見つかるこ

ともある。 

・植生図に表れないような小区画の窪地や湿地などにはエゾサワスゲもあり、ア

カマツ林ではオオウメガサソウも見ている。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

2. 予測 

（1） 予測手法 

文献その他の資料調査結果から、各種の生態特性等を基に、事業実施想定区域内の各

種の生育環境の有無を整理した。これらを踏まえ、改変による生育環境の変化に伴う影

響について予測した。 

なお、事業実施想定区域内は主に樹林環境及び草地環境であり、河川等の水辺環境へ

の改変は行わない計画である。 

 

（2） 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

（3） 予測結果 

文献その他の資料調査による現存植生図と事業実施想定区域との重ね合わせを行った

結果は、第 4.3-3図のとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲は植林地、耕作地植生である牧草地（植生自然度 2）

及びクロマツ植林（植生自然度 6）が広範囲に分布する。事業実施想定区域内において

もクロマツ植林、牧草地が広く分布するほか、自然植生としては丘陵地の沢沿いにハン

ノキ－ヤチダモ群集（植生自然度 9）、低地にヤナギ高木群落（Ⅴ）（植生自然度 9）が分

布している。また、代償植生としては主にアカマツ群落（Ⅴ）（植生自然度 7）、タニウ

ツギ－ノリウツギ群落（植生自然度 5）が主に丘陵地斜面下部に分布する。 

このような環境を、樹林、草地、山地、水辺（河川、池沼、湿地等、海浜、海岸湿地

等）に区分した上で、生息する重要な種について、改変による生息環境の変化に伴う影

響を予測した。予測結果は第 4.3-10表のとおりである。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

第 4.3-10表 植物の重要な種への影響の予測結果 
主な生育 

環境 
種 名 影響の予測結果 

樹林・草

地・山地 

イブリハナワラビ、ミチノクサイシン、ホソバノアマナ※、エ

ビネ、サルメンエビネ、キンラン、クマガイソウ、ノカンゾウ、

フクジュソウ、オキナグサ、ノカラマツ、ヤマシャクヤク、カ

ラフトダイコンソウ、シナノタイゲキ、イヌノフグリ、カイジ

ンドウ、ムシャリンドウ、キキョウ、アキノハハコグサ 

（19種） 

事業実施想定区域内に主な生育

環境である樹林・草地・山地が

存在し、その一部が改変される

ことから、生育環境が変化する

可能性がある。 

水辺（河川、

池沼、湿地、

海浜、海岸

湿地等） 

ヒメミズニラ、ミズニラ、サンショウモ、ハンゲショウ、ヒン

ジモ、アギナシ、スブタ、トチカガミ、トリゲモ、オオトリゲ

モ、ヒメイバラモ、イトイバラモ、シバナ、ホソバノシバナ、

スゲアマモ、コアマモ、ホソバヒルムシロ、イトモ、コバノヒ

ルムシロ、ササエビモ、ツツイトモ、リュウノヒゲモ、イトク

ズモ、カワツルモ、ネジリカワツルモ、ハマカキラン、ミズト

ンボ、トキソウ、カキツバタ、ミクリ、タマミクリ、ネムロホ

シクサ、エゾホシクサ、セキショウイ、ホロムイクグ、ウシオ

スゲ、オオクグ、ヒメウシオスゲ、エゾサワスゲ、チシママツ

バイ、スジヌマハリイ、チャボイ、ヒメキンポウゲ、ヒメバイ

カモ、チトセバイカモ、アズマツメクサ、イヌハギ、ヒロハノ

カワラサイコ、ヤチイチゴ、ノウルシ、イソスミレ、オオバタ

チツボスミレ、ミズスギナ、ヒメビシ、コガネギシギシ、エゾ

ハコベ、ナガバツメクサ、オオウメガサソウ、オオマルバノホ

ロシ、エゾナミキ、タヌキモ、ヒメタヌキモ、ムラサキミミカ

キグサ、ヒメシロアサザ、ガガブタ、アサザ、キタノコギリソ

ウ、ムツトウヒレン 

（68種） 

事業実施想定区域内に主な生育

環境である河川が存在するもの

の、河川は直接改変を行わない

ことから、生育環境の変化はほ

とんどないと予測する。なお、

池沼、湿地、海岸等は事業実施

想定区域内に存在しない。 

注：※は、第 4.3-8表に専門家等へのヒアリング結果にもとづき追加した重要種 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

3. 評 価 

（1） 評価手法 

予測結果を基に、地形改変及び施設の存在が植物の重要な種及び重要な群落に与える

影響を評価した。 

 

（2） 評価結果 

水辺（河川）を主な生育環境とする重要な種については、事業実施想定区域内であっ

ても改変しないことから、重大な影響はないと評価する。 

水辺（池沼、湿地、海浜、海岸湿地等）を主な生育環境とする重要な種及び重要な群

落については、事業実施想定区域内に主な生育環境が存在しないことから、影響はない

と評価する。 

樹林、草地及び山地を主な生育環境とする重要な種については、改変による生育環境

の変化に伴う影響が生じる可能性があると予測するが、以下に示す事項に留意すること

により、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・植物の生育状況及び植物群落の現況を現地調査等により把握し、また、重要な種及

び重要な群落への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討す

る。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

4.3.5  生態系 

1. 調 査 

（1） 調査手法 

重要な自然環境のまとまりの場について、文献その他の資料により分布状況を調査し

た。 

 

（2） 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-4図の範囲）とした。 

 

（3） 調査結果 

文献その他の資料から、重要な自然環境のまとまりの場の状況を抽出した。これらの

分布状況等は、第 4.3-4図のとおりである。 

事業実施想定区域およびその周囲には自然林（ブナクラス域自然植生）が分布してお

り、一部が事業実施想定区域に含まれている。 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.3-4図 重要な自然環境のまとまりの場の状況 
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本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

2. 予 測 

（1） 予測手法 

文献その他の資料から抽出した重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域と

の位置関係を整理した。 

 

（2） 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

（3） 予測結果 

重要な自然環境のまとまりの場と事業実施想定区域の位置関係は、第 4.3-4 図のとお

りである。自然林（ブナクラス域自然植生）の一部が事業実施想定区域に分布している

ことから、改変による生息•生育環境が変化する可能性があると予測する。 

 

3. 評 価 

（1） 評価手法 

予測結果を基に、地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働が重要な自然環境のまと

まりの場に与える影響を評価した。 

 

（2） 評価結果 

鳥獣保護区及び保安林は事業実施想定区域外であるため、重大な影響は無いと評価す

る。 

一方、自然林（ブナクラス域自然植生）の一部が事業実施想定区域に分布すると予測

するが、以下に示す事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる可能

性が高いと評価する。 

・事業実施想定区域には主に樹林や草地が含まれていることから、自然林や二次林、

保安林といった自然環境のまとまりの場を多く残存させるよう検討する。 

・生態系の現況を現地調査等により把握し、また、重要な種及び注目すべき生息•生

育の場への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて環境保全措置を検討する。 
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4.3.6  景観 

1. 調 査 

（1） 調査手法 

主要な眺望点及び景観資源の状況について、文献その他の資料により調査した。 

 

（2） 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲（第 4.3-5図の範囲）とした。 

 

（3） 調査結果 

文献その他の資料調査結果に基づき、主要な眺望点及び景観資源の状況を抽出した。 

事業実施想定区域及びその周囲における主要な眺望点は第 4.3-11 表及び第 4.3-5 図、

自然景観資源は第 4.3-12表及び第 4.3-6図のとおりである。 

 

第 4.3-11表(1) 主要な眺望点 

眺望点 眺望点の概要 

むつ小川原国家石油備

蓄基地展望台 

高さ 24 メートルの展望室からは 360 度の大パノラマビューが楽しめ、タンク群と

季節ごとに表情を変える自然がおりなす壮大な景色を望むことができる。 

二又夢はぐ館※ 六ヶ所村の二又地区にある集会所。旧二又小学校。 

横浜町烏帽子平自然の

家※ 

横浜町字明神平にある社会教育施設。 

上北六ヶ所太陽光発電

所展望台 

発電所内には全体を俯瞰できる展望台があり、約 27 万枚の太陽光パネル、隣接す

る石油備蓄基地や風力発電所が一望できる。 

六ヶ所原燃 PR センタ

ー 

施設 3階では地上 20ｍから 360°の大パノラマを楽しめる。東に原子燃料サイクル

施設と太平洋が一望でき、西にむつ小川原国家石油備蓄基地と風車の様子が一望で

きる。 

エネワンソーラーパー

ク六ヶ所村展望台 

敷地内には、太陽光パネルを一望できる展望台があり、自由に見学することができ

る。 

大石総合運動公園 野球場、陸上競技場、サッカー場、テニスコート、総合体育館、プール、フィール

ドアスレチックなどの施設が整っていて、スポーツ、アウトドアのほか、各種イベ

ントも開催され、地域の憩いの場となっている。公園内は、遊歩道が整備されてい

て、高台や池もあり、ジョギングや散歩をするのにとても気持ちの良い、緑に囲ま

れた環境となっている。高台からは、ウィンドパークの風車を望むこともできる。 

南地区老人憩いの家※ 横浜町字豊栄平にある高齢者活動拠点施設。 

ぼんてん山 標高 468ｍからの眺望が楽しめる。太平洋と陸奥湾のほか、国家石油備蓄基地、原

子燃料サイクル施設、風力・太陽光発電施設など、エネルギー関連施設を一望でき

る。8合目付近には通称「前ぼんてん」と呼ばれる六ヶ所村を一望できる絶景スポ

ットがある。 

吹越烏帽子 東北 100 名山に選定されている登山スポット。標高は 507.8ｍで、山頂は 360 度見

渡すことができ、西に陸奥湾、東に太平洋、そして八甲田連峰や釜臥山などの山々

を望むことができる。 
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第 4.3-11表(2) 主要な眺望点 

眺望点 眺望点の概要 

尾駮レイクサイドパーク 尾駮沼の北側に整備された公園。広く尾駮沼を望むことができる。 

六ヶ所野鳥観察公園 尾駮沼の河口に近い北側に整備された公園。尾駮沼と飛来する白鳥などの水鳥を

観察することができる。 

鷹架野鳥の里 

森林公園 

鷹架沼はミサゴ、サギ等の野鳥が多く生息し、沼に面した鷹架野鳥の里森林公園

はバードウォッチングの穴場として知られている。野鳥観察とともに鷹架沼から

太平洋を望む景観を楽しむことができる。 

ユーラス六ヶ所ソーラー

パーク展望台 

鷹架地区には発電所の概要説明や発電状況をお知らせするモニターを設置した見

学施設がある。見学施設は一般開放しており、鷹架地区の太陽光パネルが一望で

きる。 

砂浜海岸海水浴場 毎年 7 月上旬から 8 月中旬にかけて海水浴場を開設しており、海水浴やキャンプ

が楽しめる。沖合にある人工島のナタネ島からは陸奥湾やむつ市の釜臥山を眺め

ることができる。 

横浜町の菜の花畑 横浜町を南北に貫くはまなす街道（国道 279号）沿いでは、5月の中ごろになると、

黄色いじゅうたんと例えられる総面積 200ha（平成 10 年当時の作付面積）を誇る

日本一の菜の花畑。西側には陸奥湾と下北の名峰釜臥山、東側には風車を背景と

した葉の花のフォトスポットである。 

野辺地海浜公園 砂浜から下北半島をのぞむことができる、遠浅で波も静かな開放的な海岸。 

物見崎 六ヶ所村の最北端にあり、太平洋に突き出た標高 25m程の海食崖。 

険しい断崖の上には灯台が立ち、太平洋の雄大な景色を眺めることができる。 

愛宕公園展望台 園内の展望台に上がると陸奥湾と野辺地町の街並みのパノラマを見渡すことがで

きる。 

常夜燈公園 陸奥湾に面した公園。保存されている常夜燈の周辺からは、陸奥湾と下北半島を

のぞむことができる。 

注：※印の施設は、事業実施想定区域周辺の集落の代表点（集会所等）を抽出したものである。  

「青森県観光情報サイト アプティネット」（公益社団法人 青森県観光連盟、閲覧：令和 2年 4月） 

https://www.aptinet.jp/index.html 

「ふるさと眺望点（上十三地区）」（青森県 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

https://www.pref.aomori.lg.jp/life/keikan/keikan-daikibo-1-1-5.html 

「PRセンター紹介」（六ヶ所原燃 PRセンターHP、閲覧：令和 2年 4月）http://6prc.jp/?page_id=290 

「観光ガイド」（六ヶ所村 HP、閲覧：令和 2年 4月）http://www.rokkasho.jp/index.cfm/8,6003,18,html 

「横浜町観光案内マップ」（横浜町 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/1,html 

「観光ガイド」（野辺地町 HP、閲覧：令和 2年 4月）http://www.town.noheji.aomori.jp/kanko 

「六ヶ所村次世代エネルギーパーク見学施設」（六ヶ所村次世代エネルギーパーク HP、 

閲覧：令和 2年 4月）http://6energypark.com/visit.html 

「村の施設」（六ヶ所村 HP、閲覧：令和 2年 4月）http://www.rokkasho.jp/index.cfm/6,300,13,92,html 

「横浜町の防災マップ」（横浜町 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/8,83,24,1,html 

「あなたの街のローカルガイド Loupe」（閲覧：令和 2年 4月）https://theloupe.jp/ 

 より作成 
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第 4.3-5図 主要な眺望点の位置 
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第 4.3-12表(1) 自然景観資源の状況（第 3回自然環境保全基礎調査） 

区 分 名 称 

岩塊斜面・岩海 吹越烏帽子岳南斜面 

湖 沼 

尾駮沼 

鷹架沼 

市柳沼 

田面木沼 

内沼 

小川原湖 

湿 原 
尾駮沼湿原 

市柳沼湿原 

海成段丘 

六ヶ所海岸段丘 

近川、横浜海岸段丘 

野辺地段丘 

口広平段丘 

砂 丘 

吹越砂丘 

六ヶ所村砂丘 

天ヶ森砂丘 

海食崖 泊海岸 

波食台（ベンチ） 泊海岸 

海食洞 泊のガラ穴 

〔「第 3回自然環境保全基礎調査自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕 

 

第 4.3-12表(2) 自然景観資源の状況（地域別景観特性ガイドプラン） 

区 分 名 称 

自然景観資源 

物見崎 

尾駮沼 

鷹架沼 

砂丘海岸 

〔「地域別景観特性ガイドプラン」（青森県、平成 9年）より作成〕 
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第 4.3-6図(1) 自然景観資源の位置（第 3回自然環境保全基礎調査） 
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第 4.3-6図(2) 景観資源の状況（地域別景観特性ガイドプラン） 
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2. 予測 

（1） 予測手法 

① 主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

施設の存在に伴う主要な眺望点及び景観資源への影響について、事業実施想定区域

との位置関係より直接改変の有無を予測した。 

② 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

主要な眺望点の周囲について、メッシュ標高データを用いた数値地形モデルによる

コンピュータ解析を行い、風力発電機が視認される可能性のある領域を可視領域とし

て予測した。 

※予測にあたり、風力発電機の高さは地上 172m とした。また、可視領域図は、リ

プレース前（現況）の風力発電機の位置（22箇所）に高さ 172mの風力発電機を

仮配置し、国土地理院の基盤地図情報（10m標高メッシュ）を用いて作成した。 

③ 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

各眺望点と事業実施想定区域の最寄り地点までの最短距離を基に、風力発電機の見

えの大きさ（最大垂直視角）について予測した。風力発電機の高さは地上 172mとし、

風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定した。なお、風力発電機の手前に

存在する樹木や建物等の遮蔽物及び「②主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性」

の予測結果（可視領域）は考慮しないものとした。 

 

（2） 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

（3） 予測結果 

① 主要な眺望点及び景観資源への直接的な影響 

主要な眺望点は、いずれも事業実施想定区域には含まれないが、「二又夢はぐ館」が

事業実施想定区域（風力発電機設置対象外）に含まれるため、直接的な改変の可能性

がある。 

景観資源のうち「六ヶ所海岸段丘」及び「尾駮沼湿原」が事業実施想定区域に含ま

れるため、部分的に直接的な改変の可能性がある。「六ヶ所海岸段丘」及び「尾駮沼湿

原」以外は、いずれも事業実施想定区域に含まれないため、直接的な改変はないと予

測する。 

 

② 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性 

主要な眺望点の周囲の可視領域は、第 4.3-7図のとおりである。 

主要な眺望点のうち、「むつ小川原国家石油備蓄基地展望台」、「二又夢はぐ館」、「横

浜町烏帽子平自然の家」、「上北六ヶ所太陽光発電所展望台」、「六ヶ所原燃 PR センタ

ー」、「エネワンソーラーパーク六ヶ所村展望台」、「大石総合運動公園」、「南地区老人

憩いの家」、「ぼんてん山」、「吹越烏帽子」、「尾駮レイクサイドパーク」、「六ヶ所野鳥



4.3-43 

(213) 

本章に記載の内容は、計画段階環境配慮書

に記載したものである。 

観察公園」、「鷹架野鳥の里森林公園」、「ユーラス六ヶ所ソーラーパーク展望台」、「砂

浜海岸海水浴場」は、視野角 1度以上の範囲にあり、可視領域に含まれることから、

風力発電機が視認される可能性があると予測する。一方、「横浜町の菜の花畑」、「野辺

地海浜公園」、「物見崎」、「愛宕公園展望台」、「常夜燈公園」は、視野角 1度未満の範

囲にあることから、風力発電機が視認される可能性は小さいと予測する。特に「横浜

町の菜の花畑」、「物見崎」、「愛宕公園展望台」については、可視領域に含まれないこ

とから、風力発電機が視認される可能性は極めて小さいと予測する。 
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第 4.3-7図 主要な眺望点の周囲の可視領域 
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③ 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさは第 4.3-13表のとおりである。 

主要な眺望点から事業実施想定区域に最も近くに位置する「むつ小川原国家石油備

蓄基地展望台」及び「二又夢はぐ館」までの距離は約 0.6kmで、風力発電機の見えの

大きさ（最大垂直視角）は最大約 16度と予測する。最も遠くに位置する「常夜燈公園」

までの距離は約 16.8kmで、風力発電機の見えの大きさ（最大垂直視角）は最大約 0.6

度と予測する。 

 

第 4.3-13表 主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさ（予測） 

番号 主要な眺望点 

主要な眺望点から 

事業実施想定区域の 

最寄り地点までの距離 

（km） 

風力発電機の 

見えの大きさ 

（最大垂直視角） 

（度） 

① むつ小川原国家石油備蓄基地展望台 約 0.6 km 約 16度 

② 二又夢はぐ館 約 0.6 km 約 16度 

③ 横浜町烏帽子平自然の家 約 1.4km 約 7度 

④ 上北六ヶ所太陽光発電所展望台 約 1.6km 約 6度 

⑤ 六ヶ所原燃 PRセンター 約 2.0 km 約 5度 

⑥ エネワンソーラーパーク六ヶ所村展望台 約 2.4km 約 4度 

⑦ 大石総合運動公園 約 2.5 km 約 4度 

⑧ 南地区老人憩いの家 約 3.4km 約 3度 

⑨ ぼんてん山 約 4.0 km 約 2度 

⑩ 吹越烏帽子 約 4.0 km 約 2度 

⑪ 尾駮レイクサイドパーク 約 5.0 km 約 2度 

⑫ 六ヶ所野鳥観察公園 約 5.7km 約 2度 

⑬ 鷹架野鳥の里森林公園 約 5.8 km 約 2度 

⑭ ユーラス六ヶ所ソーラーパーク展望台 約 6.8km 約 1度 

⑮ 砂浜海岸海水浴場 約 8.0km 約 1度 

⑯ 横浜町の菜の花畑 約 12.8km 約 0.8度 

⑰ 野辺地海浜公園 約 15.6 km 約 0.6度 

⑱ 物見崎 約 16.0km 約 0.6度 

⑲ 愛宕公園展望台 約 16.7 km 約 0.6度 

⑳ 常夜燈公園 約 16.8 km 約 0.6度 

注：1．風力発電機が眺望点から水平の位置に見えると仮定し、最大垂直視角を計算した。 

2．風力発電機の手前に存在する樹木や建物等及び「②主要な眺望点からの風力発電機の視 

認可能性」の予測結果（可視領域）は考慮しないものとした。 
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なお、参考として、見えの大きさ（垂直視角）について、「自然との触れ合い分野の

環境影響評価技術（Ⅱ） 調査・予測の進め方について～資料編～」（環境省 自然と

の触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告、平成 12 年）における知見は第

4.3-14表及び第 4.3-8図のとおりである。 

 

第 4.3-14表 見えの大きさ（垂直視角）について（参考） 

 

人間の視力で対象をはっきりと識別できる見込角の大きさ（熟視角）は、研究例によって解釈

が異なるが、一般的には 1～2度が用いられている。 

垂直見込角の大きさに応じた送電鉄塔の見え方を下表に例示するが、これによれば、鉄塔の見

込角が 2度以下であれば視覚的な変化の程度は小さいといえる。 

 

表 垂直視角と送電鉄塔の見え方（参考） 

垂直視覚 鉄塔の場合の見え方 

0.5度 輪郭がやっとわかる。季節と時間（夏の午後）の条件は悪く、ガスのせいもある。 

1度 十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。 

1.5～2度 

シルエットになっている場合には良く見え、場合によっては景観的に気になり出

す。シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気

にならない。光線の加減によっては見えないこともある。 

3度 比較的細部まで見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 

5～6度 
やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある（構図を乱す）。架線もよく見える

ようになる。圧迫感はあまり受けない（上限か）。 

10～12度 
眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向

の景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。 

20度 見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くなる。 

〔「景観対策ガイドライン（案）」（UHV送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56年）より作成〕 

 

 

〔「景観対策ガイドライン（案）」（UHV送電特別委員会環境部会立地分科会、昭和 56年）より作成〕 

第 4.3-8図 見えの大きさ（垂直視角）について（参考） 
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3. 評 価 

（1） 評価手法 

予測結果を基に、「主要な眺望点の直接改変の有無」、「景観資源の直接改変の有無」及

び「風力発電機の視認可能性及び風力発電機の見えの大きさ」の各観点から影響を評価

した。 

 

（2） 評価結果 

① 主要な眺望点の直接改変の有無 

事業実施想定区域に主要な眺望点は存在しないが、「二又夢はぐ館」が事業実施想定

区域（風力発電機設置対象外）に含まれる。今後の事業計画の検討において、主要な

眺望点の利用状況等を把握した上で、主要な眺望点の直接改変が生じないように環境

保全措置を検討することにより、重大な環境影響を回避又は低減できる可能性が高い

と評価する。 

 

② 景観資源の直接改変の有無 

景観資源については、「六ヶ所海岸段丘」及び「尾駮沼湿原」以外はいずれも事業実

施想定区域に存在せず、直接的な改変が生じないことから、重大な影響はないと評価

する。 

「六ヶ所海岸段丘」及び「尾駮沼湿原」については、一部が事業実施想定区域と重

複するが、この景観資源の範囲には既に道路や耕作地などが存在し、人工改変が及ん

でおり、以下に示す事項に留意することにより、重大な影響を回避又は低減できる可

能性が高いと評価する。 

・樹木の伐採を限定し、改変面積を最小化することを検討する。 

 

③ 主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性及び風力発電機の見えの大きさ 

主要な眺望点からの風力発電機の視認可能性について、「むつ小川原国家石油備蓄基

地展望台」、「二又夢はぐ館」、「横浜町烏帽子平自然の家」、「上北六ヶ所太陽光発電所

展望台」、「六ヶ所原燃 PRセンター」、「エネワンソーラーパーク六ヶ所村展望台」、「大

石総合運動公園」、「南地区老人憩いの家」、「ぼんてん山」、「吹越烏帽子」、「尾駮レイ

クサイドパーク」、「六ヶ所野鳥観察公園」、「鷹架野鳥の里森林公園」、「ユーラス六ヶ

所ソーラーパーク展望台」、「砂浜海岸海水浴場」から風力発電機が視認される可能性

がある。 

主要な眺望点からの風力発電機の見えの大きさについて、「垂直視角と送電鉄塔の見

え方（参考）」（第 4.3-14 表）によると、「むつ小川原国家石油備蓄基地展望台」及び

「二又夢はぐ館」からの風力発電機の見えの大きさは、配置によっては「見上げるよ

うな仰角にあり、圧迫感も強くなる。」程度となる可能性がある。 

今後の環境影響評価手続き及び詳細設計においては、以下に示す事項に留意するこ

とにより、重大な影響を回避又は低減できる可能性が高いと評価する。 

・主要な眺望点の主展望方向や主眺望対象、眺望点の利用状況を踏まえて、風力発電
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機の配置位置を検討する。 

・主要な眺望点から撮影した写真に発電所完成予想図を合成する方法（フォトモンタ

ージュ法）によって、主要な眺望景観への影響について予測し、必要に応じて風力

発電機の設置位置の再検討等の環境保全措置を検討する。 

・風力発電機の塗装色を自然になじみやすい色で検討する。 
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4.3.7  人と自然との触れ合いの活動の場 

1. 調 査 

（1） 調査方法 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の状況について、文献その他の資料により調 

査した。 

 

（2） 調査地域 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の調査地域は、事業実施想定区域及びその周 

囲（第 4.3-9図の範囲）とした。 

 

（3） 調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲における主要な人と自然との触れ合いの活動の場は、 

第 4.3-15表及び第 4.3-9図のとおりである。 
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第 4.3-15表(1) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

名 称 概   要 

ぼんてん山 ぼんてん山は標高 468ｍで眺望が楽しめる。太平洋と陸奥湾のほか、国家石油

備蓄基地、原子燃料サイクル施設、風力・太陽光発電施設など、エネルギー関

連施設を一望できる。登山道の途中には推定 400 年のブナの木があり、8 合目

付近には通称「前ぼんてん」と呼ばれる六ヶ所村を一望できる絶景スポットが

ある。 

物見崎 六ヶ所村の最北端にあり、太平洋に突き出た標高 25m程の海食崖。 

北の尻労地区から南の八戸市種差海岸まで砂浜海岸が連なるが、この付近一帯

が岩石海岸で、古い火山の吹越山地をつくっている玄武岩質の集塊岩や溶岩か

らなる岩石海岸を形成している。険しい断崖の上には灯台が立ち、太平洋の雄

大な景色を眺めることができる。 

尾駮 

レイクサイドパーク 

尾駮沼の北側に整備された公園。広く尾駮沼を望むことができ、岸辺での散歩

や家族・仲間との集いなど、くつろげる場所になっている。穏やかな水面を眺

めながらのジョギング、本格的なバードウォッチングもできる。 

六ヶ所野鳥観察公園 尾駮沼の河口に近い北側に整備された公園。尾駮沼と飛来する白鳥などの水鳥

を観察することができる。 

鷹架野鳥の里 

森林公園 

鷹架沼はミサゴ、サギ等の野鳥が多く生息し、沼に面した鷹架野鳥の里森林公

園はバードウォッチングの穴場として知られている。ここからは、野鳥観察と

ともに鷹架沼から太平洋を望む景観を楽しむことができる。 

内子内農山村広場 多目的広場やアスレチックがあり、野草観察や野鳥観察など目的別の遊歩道が

整備されている。 

大石総合運動公園 野球場、陸上競技場、サッカー場、テニスコート、総合体育館、プール、フィ

ールドアスレチックなどの施設が整っていて、スポーツ、アウトドアのほか、

各種イベントも開催され、地域の憩いの場となっている。公園内は、遊歩道が

整備されていて、高台や池もあり、ジョギングや散歩をするのにとても気持ち

の良い、緑に囲まれた環境となっている。高台からは、ウィンドパークの風車

を望むこともできる。 

下北スリーハンドレ

ッドゴルフクラブ 

本州最北端に位置し、壮大な白の風車群に囲まれてのプレーは、国内とは思え

ないほどの雰囲気を味わえる。 

吹越烏帽子 東北 100名山に選定されている登山スポット。標高は 507.8ｍで、登山路も比較

的ゆるやかなため、気軽にハイキング気分で登山を楽しむことができる。山頂

は 360 度見渡すことができ、西に陸奥湾、東に太平洋、そして八甲田連峰や釜

臥山などの山々を望むことができる。 

横浜町の菜の花畑 横浜町を南北に貫くはまなす街道（国道 279 号）沿いでは、5 月の中ごろにな

ると、黄色いじゅうたんと例えられる総面積 200ha（平成 10年当時の作付面積）

を誇る日本一の菜の花畑が、一面まばゆいばかりの黄色に染まる。この菜の花

畑の広がりと、青い空、緑の草地が織り成すコントラストは、牧歌的風景の一

語につきる。ここは、5 月に行われる「菜の花フェスティバル」のイベント会

場にもなっており、多くの観光客が訪れて賑わう。 

自然苑 自然苑の広大な敷地内には、体験農園、山菜園などがあり、自然に触れながら

農業を体験することができ、昔懐かしい農家の佇まいを残す交流ハウスもある。

9月上旬には菜の花で有名な横浜町らしいナタネ蒔き体験もできる。 

三保野公園 菜の花ロード（横浜バイパス、国道 279号）とはまなすベイライン（JR大湊線）

の間にある三保野公園は、横浜町の中心を流れる三保川を整備して作られた町

の憩いの場である。近くに道の駅「菜の花プラザ」があり、解放的な公園では

芝生でくつろいだり、水遊びやスポーツも楽しめる。 
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第 4.3-15表(2) 人と自然との触れ合いの活動の場 

名 称 概   要 

よこはまホタル村 ホタルの保護増殖や環境保全活動を行っている。また、子どもたちとイベント

を通して世代間交流を行い、地域おこしにもつながっている。ホタルの保護活

動の成果が認められ、「横浜町ゲンジボタルとその生息地」として青森県から天

然記念物に指定されている。 

砂浜海岸海水浴場 毎年 7 月上旬から 8 月中旬にかけて海水浴場を開設しており、海水浴やキャン

プが楽しめる。砂浜海岸の海水浴場は遠浅で家族連れに人気があるほか、ボー

ドセーリングを楽しむ人達も集まる。また、広い芝生の多目的広場では、キャ

ッチボールなどの軽スポーツができ、くつろぎの場として利用できる。ログ調

の町営コテージも人気がある。沖合にある人工島のナタネ島からは陸奥湾やむ

つ市の釜臥山を眺めることができる。晴れの日には陸奥湾の夕陽を望むことが

でき、また冬には白鳥の飛来地となる等、一年通して見どころがあるスポット

となっている。 

愛宕公園 野辺地町を一望できる高台に造られた公園で、桜の景勝地として知られている。

季節感豊かな林の中にある散策路を進むと、傍らに松尾芭蕉の句碑や、石川啄

木の歌碑、郷土の文人中市絶壁の句碑などがあり、文学散歩も楽しめる。また、

明治天皇が野辺地町を訪れた際に飲まれたという湧水「御膳水」や天皇に同行

し、この地で倒れたという愛馬の銅像も建てられている皇室ゆかりの土地でも

ある。 

十符ヶ浦海水浴場 

（野辺地海浜公園） 

野辺地海浜公園の中核をなす十符ヶ浦海水浴場は、遠浅の上波も静かで良好な

海水浴場の条件を備えている。陸奥湾に面した広い砂浜からは遠く下北半島も

眺められ、贅沢な開放感を味わえ、シーズン中は家族連れなどで連日にぎわう。

また、芝生広場ではバーベキューやキャンプをすることができ、真夏のレジャ

ースポットとなっている。 

「青森県観光情報サイト アプティネット」（公益社団法人 青森県観光連盟、閲覧：令和 2 年 4 月）
https://www.aptinet.jp/index.html 

「ふるさと眺望点（上十三地区）」（青森県 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

https://www.pref.aomori.lg.jp/life/keikan/keikan-daikibo-1-1-5.html 

「下北半島旅ガイド ぐるりんしもきた」（一般社団法人 しもきた TABIあしすと HP、閲覧：令和 2年 4月）
https://gururin-shimokita.com/ 

「観光ガイド」（六ヶ所村 HP、閲覧：令和 2年 4月）http://www.rokkasho.jp/index.cfm/8,6003,18,html 

「横浜町観光案内マップ」（横浜町 HP、閲覧：令和 2年 4月） 

http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/1,html 

「観光ガイド」（野辺地町 HP、閲覧：令和 2年 4月）http://www.town.noheji.aomori.jp/kanko 

「あなたの街のローカルガイド Loupe」（閲覧：令和 2年 4月）https://theloupe.jp/      より作成 
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第 4.3-9図 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の位置 
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2. 予 測 

（1） 予測手法 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響につ

いて、事業実施想定区域との位置関係より直接改変の有無を予測した。 

 

（2） 予測地域 

事業実施想定区域及びその周囲の地点とした。 

 

（3） 予測結果 

事業実施想定区域に主要な人と自然との触れ合いの活動の場が含まれず、直接的な改

変は生じないと予測する。 

 

3. 評 価 

（1） 評価手法 

予測結果を基に、重大な環境影響の回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

（2） 評価結果 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場が事業実施想定区域に含まれず、直接的な改

変は生じないことから、重大な影響はないと評価する。 
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